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            午前１０時００分 開議 

○議長（三浦三一君） ただいまの出席議員数は２１名で定足数に達しており、議会は成

立いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしましたとおりであります。 

（１３番 武田 矯君 出席 午前１０時０１分） 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（三浦三一君） 日程第１、市政に対する一般質問を行います。 

 代表質問の通告がありますので、通告の順序に従い発言を許可いたします。 

 まず初めに、阿波みらい稲岡正一君の代表質問を許可いたします。 

 阿波みらい稲岡正一君。 

 

○２１番（稲岡正一君） 皆さんおはようございます。 

 久しぶりの代表質問ということで、大変緊張をいたしております。ただいま議長から発

言の許可をいただきましたので、阿波みらいを代表いたしまして、行政に対する一般質問

を行いたいと思います。 

 今回、私が質問させていただくのは、３点であります。１項目ごとに理事者側にはご答

弁をお願いをしたいと思います。 

 まず、その１点は、阿波市全体の市政について。また、２番目として、前任者が残され

た大きな課題の処理について。３つ目としては、農業政策について。その３点を主な項目

として質問をさせていただきたいと思います。 

 市長は、阿波市をどのような市政をひき、どのような市にしたいかというようなことを

描いておられるかどうか、お考えをお述べになっていただきたいと思います。 

 また、市長が就任されてはや４カ月になると思いますが、私から見て順調なスタートが

切られているのではないかと思います。その主な理由といたしましては、常に野崎市長が

申されております市民とともにをモットーに市政に当たられている姿だと思います。市民

は、市民お一人お一人の幸せと阿波市発展のために全力で当たっておられる野崎市長の市

政に大変好感と期待を持たれていることでないかと私は思います。 
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 トップの発言は非常に重いものがあると思います。そして、何よりも大切なことは、そ

の言葉の中に真心が入っておるかどうか。幾ら美辞麗句を並べ立てても、その言葉の中に

真心が入っておらなければ、何の意味も持たない言葉だと思います。私も今まで、市場町

時代からいろんな町長なり、あるいは合併も、市長なり一緒にともにしてきましたけれど

も、いろいろそれぞれ形はあるし、それぞれのスタイルがあると思いますけれども、常に

野崎市長は市民の意見に謙虚に耳を傾け、職員の意見も聞き、また私たち議会に対して

も、与・野党関係なく耳を傾けているその姿が高く評価されており、今日の円満な市政運

営に反映されているのではないかと私は思います。今後についても、そのような姿勢を貫

き、一生懸命阿波市民のため、阿波市発展のために努力をしていただきたいと思います。 

 それでは、第１番目の質問に入りたいと思いますが、市長ももうはや就任されて４カ

月、一体阿波市をどんな市にしたいのかなあ。どういう市政づくりをするのかなあと非常

に私は関心を持っております。市長がお考えの中で、こんな阿波市にしたいんだと。こん

な地域にしたいんだというような計画なり、お考えがあったら、お示しを願いたいと思い

ます。 

 私は、今国でも先般選挙がありましたけれども、非常に都会と地方の格差、あるいはそ

れぞれの格差社会が大きく報道されておりました。しかし、私たちも静かに我が阿波市地

域を眺めてみたときに、非常に発展している地域、あるいは取り残された地域があるので

ないかと私は感じております。 

 特に、旧吉野町なり、旧土成町では、あのマルナカ店を中心にビジネスホテルができ、

銀行ができ、大変その地域は中心的な核をなして発展をいたしております。また、旧阿波

町では、アワーズを中心に銀行ができ、ドラッグストア、あるいは１００円ショップ及び

家電の販売店等ができ、その地域に大変大きなにぎわいと発展をされていると思います。 

 反面、よく考えてみたら、阿波市の中でも本来位置的にも中心的な役割を果たされる地

域であり、発展しなければいけない地域、旧市場町、本当に今どこが発展しておるんだろ

うかと。私から見て、空洞化された地域になっておるんでないかと。私は非常に残念に思

えてなりませんし、一体今まで均衡のとれた行政の発展に心がけなければならないし、私

たち議員もそういうつもりで行動しなければならないのに、私の反省も含めて、どうして

あんなに空洞化された、本来中心的な役割を果たせる地域なのに、なってしまったのかな

あと。政治が悪かったのかなあと。私たちが悪いのかなあ。そんな思いを非常に強く私は

今思っております。ぜひ野崎市長におかれましては、均衡のとれた地域の発展、そしてそ
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れぞれが特色のある地域があると思うんですけれども、それらを十分生かせるようなそん

な地域にもう一度考えていただきたいなあと、そんな思いでいっぱいでございます。何か

そういう点で市長がお考えがあることがあれば、ぜひご意見をお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 また、今回の質問の中で、大きな、前任者の残された課題、もうたくさんあると思いま

す。それは、２番目に質問いたしたいと思いますので、前回の市長のこれからの行政を担

当するスタンス、あるいはどんな阿波市をつくりたいのか。どういう夢をお持ちになって

おるのか。そういうふうな点に、市長のご意見なりお考えがあったら、まず最初にお伺い

をいたしたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 阿波みらいの代表質問で稲岡議員からは、阿波市全体の市政づくり、市長はどのような

阿波市を描いているのかというようなご質問だと思います。そうした中、質問の中で、例

だと思いますけれども、都市と地方の格差が広がっているといった中で、市内でも西の阿

波、東の土成地区が非常に商店街等々で活性化している。阿波市の中心である市場町が少

し活性化がおくれているんではないかというような例もございました。 

 今の質問を聞いておりまして私感じたことは、まず市民から、合併してから４年以上た

ちましたけれども、合併してよくないとは言ってませんが、いいことはなかったんじゃな

いかという意見を多数お聞きしてます。いろいろ私も分析してみましたところ、いい点っ

て何だったのかなと。 

 まず、阿波市の総合計画、旧の４町の総合計画をいいとこどりの阿波市の総合計画を１

０年間の総合計画に変えています。これを着々と小笠原市政の中、あるいは私もそれを継

承して引き継いでおりますけれども、まず、いい面があるんじゃないか。 

 まず、財政基盤が強化されて、旧町の財政基盤の強弱が平準化された。まず、これが一

点上げられるんじゃないかと。こうした中で事業がケーブルテレビ等々社会資本の整備、

大規模な社会資本の整備がなされた。あるいは、各学校のおくれている、旧町でおくれて

いる学校施設の耐震化等々にも着々とその成果を上げている。これが１点目です。 

 次に、行政体制、組織といいますか、これが非常に強化されて、本当に市民が安心・安

全、本当にかゆいところまで手が届いているかどうかは別にして、そういうふうな組織体

制、あるいは職員間の専門化がなされていったから、旧町ではできない、本当に一番すば
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らしいとこじゃないかと。といいますのは、健康福祉部あたりの充実が特に進んでいま

す。子育て関係、あるいは健康・福祉関係、あるいは情報化等々の新しい部とか課が新設

されて、広くとにかく旧町以上に市としての公平、公正感が出てきたんじゃないかなと。 

 あと、住民効果の波及効果といいますか、例えば体育等々のスポーツ施設、これが旧４

町の方がみんな公平・公正に使える。これも合併の主要な効果でないかと。なかなかその

あたりは気がつかない部分じゃなかったかなあと思っています。そうした中で、今言われ

ましたように、地域の格差がやはり今なお残りつつあるし、また拡大しているというよう

なことが、今議員からも指摘されたわけです。 

 では、これからじゃあどうするのか。どういうふうな阿波市を描いていくのかとなりま

すと、再三再四私、議会でも申し上げておりますけれども、やはり基本的には、具体性ご

ざいませんと今言われましても、やっぱり総合計画の着実な実行しかないんでないんかな

と、基本的には。 

 ただ、今回の国の政権、非常に一夜にして劇的に変わった。これはご承知のとおりと思

いますけれども、そうした中で阿波市の本当に市民が安らぎ空間を求める。安心・安全な

生活環境、あるいは市内の基盤等の社会資本の充実を目指すためには、国が今度恐らく打

ち出してくるであろう補助金にかわる一括交付金、そのあたりが一番のこれからの阿波市

の発展に大きな影響を与えるんじゃないかと思っています。 

 決められたメニューの中で決められた事業をやっていく、このあたりが一括交付金によ

って、詳細わかりませんが、阿波市の自由裁量にある程度ゆだねられるという情報もござ

います。阿波市の総合計画を達成するために、議員の皆様のご理解、ご協力を得て、市の

職員、あるいは阿波の市民、本当にみんなが阿波市のために行政に参画していただいて、

すばらしい、国からいただける自由裁量の多い一括交付金と言われるものを最大限活用し

て、知恵を絞って、阿波市の発展のために最大、鋭意努力したいと、かように思ってま

す。ぜひとも議員の皆様にも、そのあたり、国の大きな変革の中での事業予算の執行、変

わりつつあると思いますので、ご理解、ご協力よろしくお願いいたしたいと思ってます。 

 それともう一点、一括交付金に加えて、地方分権という言葉が本当に日増しに高まって

おりますけれども、これも一括交付金とドッキングして、やはり我々が、みずからが考え

た阿波市発展のために知恵を絞ってやっていきたいと、かように思っておりますので、よ

ろしくご協力お願いいたしたいと思います。 

 以上、答弁終わります。 
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○議長（三浦三一君） 稲岡正一君。 

○２１番（稲岡正一君） ただいま野崎市長のほうからご答弁いただきましたが、今回の

国政におきましても、日本の国民は変化を求めたと。今までのマンネリ化した６０年余っ

ての政治に対して、ただ漠然と変化してほしい。そういう大きな不満が今回の劇的な選挙

の結果ではないかと私は思います。 

 アメリカにおいても、ただアメリカの大統領が新しくできたというだけでなくて、今か

ら１６０年前は非常に人種差別というのがあって、本当に人身売買までするような時代だ

った。そして６０年前は同じ学校へも、同じ食堂へも行けなかったあの人たちが、今や世

界の最高の権力者になるアメリカの大統領になったと。これは単にアメリカの大統領に新

しくできたというだけでなくて、世界のそういう境遇、環境に置かれる人たちにおいて、

非常に大きな勇気と希望を私は与えたんじゃないかと考えております。 

 今回の日本の先般行われました衆議院選でも、どうしてこんなに劇的に変わったんだろ

うかと。そこらを行政に携わっておる市長を先頭に、職員の皆さんはよく考えなければい

けないんじゃないかと。もうマンネリ化した、あるいは旧態依然の体質、あるいは今まで

のパターンの行動ではもう物足りないと。何か変わったことをしてほしい、変わった行政

をしてほしい、そういう願いが国民の中に蔓延しておったと。それが今回の選挙で爆発し

て、私はああいう結果になったのではないかと思います。 

 阿波市においても、私たちはよく冷静に見なきゃいけないと。やはり先ほど市長も申さ

れました財政の健全化、これは必要だと思います。しかし、反面、若い人にやっぱり夢と

希望が持てるような、わくわくするような市政。それともう一つ、お年寄りには、私は豊

富な知識と経験を持っておると思うんですね。それらを本当に生かせるような、そしてお

年寄りが生き生きとした人生を送れるような、行政が後押しをする。そして、そういう人

材を育成するなり、あるいは応援をするなり、そういう社会をつくる。そういうなこと

が、ただお金だけでなくて、精神的な面も、そういうふうなことにも心配りをしなければ

いけないんじゃないかと私は考えております。 

 また今は、もう国民の皆さん非常に賢明ですから、国の財政も悪い、県の財政も悪い、

市の財政もそんなに豊かでないということはよくわかっておると思うんですね、今の国民

の人は。だから、真剣に市民の皆さんと向き合って、市民の皆さんでできることは市民の

皆さんにお願いする。そして、できないことは、お互いに地域社会が協力し合う共助の社

会。あるいは、自分個人も共助もできないときは、そういう方も中にはおると思います、
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多くの市民の中には。これは公助でお助けをする。そういうことを徹底的に、やはり真心

込めて説得し、説明し、理解をしていただくと。そういうふうな努力を野崎市長にはして

いただきたいと。 

 幾ら、このごろはいいことだけ言っても、なかなか市民の皆さんよく知ってますから、

またマスコミなんかも、日本人は早く答えを求め過ぎて、まだ３日や４日しかならんの

に、ああどうだこうだとかマスコミが社会をつくっておるように、まだスタートもしとら

んのに、ああだこうだというちょっとマスコミの行き過ぎもあるんでないかなあと。もう

少し日本人は冷静に、期間を置いて、その答えを見ながら批評するんだったらいいけど、

なかなか日本人は熱しやすくて冷めやすい性格ですから、そういうふうなことが余りにも

多過ぎると。そういうふうな点をぜひ考えて、まあ野崎さんは本当に選挙でも一軒一軒、

１万数千軒を行き、一人一人の目を見ながら、あるいは話を聞きながら市政を担当された

と思うんですね。それらをしっかり生かして、特に弱者の人に心配りする温かい市政をつ

くるように心がけていただけたら大変ありがたいと思いますので、私の希望だけ申してお

きたいと思います。 

 次の質問に入りたいと思います。 

 前回の残された市長の課題と言ったら、何と言っても、私も毎回毎回、もう口酸っぱく

質問をしてきました。これは公共事業と庁舎問題だろうと思います。 

 あの人、人がええのかどうかは定かではありませんけれども、質問するたびごとに、１

億円助成します。前向きにします。一生懸命やります。しかし私、振り返ってみたら、な

かなか影も形も見えない。非常にむなしさを感じております。そういうふうなことで、ぜ

ひ前回の、前市長の残された公共下水、この問題は本当に旧町、市場町時代からスタート

して、いまだに前に向いてなかなか前進していない。そのために、行政によって指定され

た地域の特定な人たちが大変な迷惑をこうむっておる。当然受けれる合併浄化槽の権利も

受けれないまま、もう１０年以上経過しておると。このことはもう再三再四私は前回か

ら、あるいは市場町時代から質問しましたが、いまだに解決をいたしておりません。 

 この問題は、旧市場町時代に、平成６年に基本構想が設定されて、平成１１年に第１次

計画が決定されております。１３年３月に認可許可をいただいております。計画からいえ

ば１０年、あるいは認可許可をいただいてから８年経過した今日においても、なおなかな

か事業が進んでいないのは現実ではないかと思います。これら等について、本当に新しく

引き継がれた市長が決断をして、するのであればする。しないのではあれば、もう中止す
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るのであれば中止。それは言いにくいと思いますよ、はっきり言って。でも、何かお聞き

するところによったら、県のほうも少し緩和されて、昔の計画どおりしなかったら全部旧

来の受け取る補助金、返還をしなきゃいけないというのでなくて、もう一回計画を見直し

ても、若干そういうふうなことも許されるのではないかということもちらっとお聞きしま

したが、そこらは三宅副市長がおいでるんですから、ここらは県とも調整とって、進める

んだったら進める。あるいはもう今のこういう阿波市のような、それぞれの家が固まって

おらないんですよね。集落が非常に少ない。分散している家が多いですよね。そういうふ

うなとこに、果たしてああいう大きな公共事業は必要なんかどうか。あるいはもっとコン

パクトに。その地域地域に見合った下水、公共事業の排水というのを計画を、見直しまで

いろんなことがあろうかと思うんですけれども、そこらについてもぜひ、今後どのように

取り組むのか。あるいは進めるのか、撤退するのか。いずれにしても、そうしてあげない

と、このままでおったら前へも進まない。後ろへもいかないで、指定された人がいつまで

も犠牲払わなければいけないと。これは行政の、私、十何年もたっていまだにひとつも前

に進まないというのは、行政の怠慢だと思うんですよね、これは。この責任は、野崎さん

引き継がれたからこれは仕方ないにしても、前任者の政治的、道義的責任は極めて私は大

きかったと。しかし結果、結論を出さないままに退任なさったと。私はそのことは非常に

残念に今も思っておりますし、その指定された地域の人たちには申しわけないなあという

気持ちでいっぱいでございます。どうかこのことについて、どのようにお考えになって、

今後どういうふうに取り組まれるのかご答弁を願いたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） おはようございます。市民部長の笠井でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 阿波みらい稲岡議員より、前任者の残された大きな課題について、１番目として公共下

水の処理は今後どのように考えておられるのかという代表質問をいただいております。 

 経緯につきましては、稲岡議員がご指摘いただいたとおり、平成１３年３月に事業認可

となり、事業に着手しましたが、平成１４年１２月に終末処理場建設予定地周辺住民の

方々から建設反対の請願書が議会に提出されて、議会において請願書が採択されました。

それで白紙撤回となりまして、現在まで休止状態といいますか、進展を見ないまま合併後

もそういう同じような状態、休止の状態のままであろうかと思います。 

 その中で、ご質問でございますが、合併浄化槽の補助金についてのご質問がございまし
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た。合併浄化槽設置整備事業補助金につきましては、平成２１年４月より新設補助と転換

補助といいますか、やり直す場合の補助基本額の全額３分の３を補助するようになってお

りまして、現在そういうふうなことで補助をしております。これは市単でするようになっ

ております。 

 それから、公共下水道事業をするのかしないのか。どういうふうに考えているのかとい

うふうなご質問でございます。 

 去る８月５日、課長とともに県の整備部下水環境課のほうへ協議のために訪問し、ご指

導を受けてまいりました。それで、今の認可申請を受けとるものを廃止にできないでしょ

うかとこういうふうな質問をさせていただきました。国の認可申請を受けておるので、そ

れで許可されたものは廃止できないであろうと。廃止しないようにしてくださいと、こう

いうふうなお話、ご指導をしていただいております。 

 それで、稲岡議員のご指摘のように、もう年数がたちまして地域の状況も変わっておる

んで、前のままの事業計画ではなかなか難しいと思うんですけども、どうでしょうかとい

うふうな質問をさせていただきました。そんな中で、国も県も考え方が変わってきて、見

直しをしてくださいと。見直しをしたらどうでしょうかと。それで、国、県といたしまし

ては、国、県は環境問題、全国の中で徳島県はワーストワンとそういうふうなこともあっ

て、下水道の事業については進めてほしいと、こういうふうな考えを持っておりますの

で、その中で県も国も変わってきたと。前のままの公共下水道でなくて、それを見直して

いただきたいと。見直したらどうでしょうかと。こういうふうなお話を、ご指導を受けて

きております。 

 その前に、国からいただいておりまして、設計しました国庫補助金はどうなりますかと

いうふうなことを質問させていただきまして、ご指導受けたのは、見直しをする場合には

国庫補助金の返還はしなくていいですと、こういうふうなご指導をしていただいておりま

す。そんな中で、そういうふうな県の指導も受けまして、去る８月２４日、汚水処理検討

委員会、会長は副市長でございますが、させていただきまして、非常に汚水処理構想、膨

大な財政的な費用もかかるわけで、意見の中には、もう合併浄化槽でいいのではないかと

いう意見も確かに出てまいりました。ただ、公共下水事業は、近隣の市、県下でも進んで

おる状況を踏まえますと、廃止にはできないだろうというふうな意見も出てきておりま

す。そんな中で、見直しをできないかというようなことで、今後検討していきたいと、こ

ういうふうな集約的な意見が出てまいっております。見直しの際には、市場町の公共下水
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道事業も、基本構想ももっともっと現実的なものに見直していければなあというふうな、

そんなふうな協議がなされました。 

 それで、市全体の汚水のことを考えますと、合併浄化槽による個別処理、下水道事業に

よります集合処理、いろいろ考えられますけれども、合併浄化槽につきましては、個人に

おける適正管理が必要となります。そんな中でなかなか十分でないところもあるのではな

いかなあということも考えられます。公共下水道は市が管理するようになりますので、環

境問題についても、水質保全の面からも非常に一元管理ができて適切な方法でないかとい

うふうに考えられます。 

 環境行政が重要な施策に位置づけられている現在でございます。環境を持続可能なよい

環境をつくっていくために、また将来の世代にその環境を形成していくためにも、自治体

にとっては大きな課題でなかろうかというふうに考えております。 

 ただ、公共下水道事業は財政上、多額の予算を必要といたします。受益者の方にも負担

をいただくことになろうかと思います。そんな中で、今後公共下水道事業の方向性につき

ましては、汚水処理構想に沿い、汚水処理検討委員会におきまして十分検討し、より的確

な方向が示せるように進めたいと思っております。どうぞ議員の皆様にもご理解いただけ

ますようお願いいたしまして、答弁といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 三宅副市長。 

○副市長（三宅祥寿君） ただいまの稲岡議員のご質問につきまして、少し補足のご回答

をさせていただきます。 

 先ほどご意見にありましたように、地域に見合ったものとしてもう少し具体的な形で進

められないか。あるいはそういった形の方向をもっとはっきりと示すべきでないかという

お話をいただきました。 

 議員のお話のように、確かに現在の汚水処理構想、この中で特に公共下水道を整備する

場合には多額の財源を必要といたしますが、その財政面での負担とか、そういったものが

余りにも大きいためになかなか着手できない。思い切りがつかないというのが現状ではな

かろうかと思います。ただ、そうは申しましても、ただいま部長からもご説明しましたよ

うに公共下水道、それ以外のまた地域についての集落排水、あるいは合併処理浄化槽、そ

ういったものを通じてよりよい環境を次代に引き継いでいく。あるいは下流域の方々にき

れいな水としてまた流していくと。そういったことはぜひとも必要だと考えておりますの

で、この計画をこれからさらに具体的に進めるには、本当にどれがいいのかというのは、
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お話ありましたように改めて庁内の汚水処理検討委員会、こういったところを通じて、も

う少し時間をいただいて検討してまいりたいと思います。 

 それから、県との計画についてもう少し調整もできるんでないかというお話もございま

した。そのとおりであり、県の従来の補助事業のやり方というのから、それは事業の形が

少し変わっても、当然その汚水処理を進めるという中であれば、その辺は弾力的に認めて

いただけるというような、ちょっと一般的な話ですけれども、そういう感触もいただいて

おりますので、そういった県との調整もできる限りやりながら、この汚水処理検討委員会

なり、また庁内の中でできるだけ早くこれからの進め方について検討してまいりたいと考

えております。 

○議長（三浦三一君） 稲岡正一君。 

○２１番（稲岡正一君） ただいま市民部長のほうからもご答弁いただき、副市長のほう

からも答弁いただきました。 

 市民部長のほうのご答弁、私頭が悪いんか知らん何言よんかさっぱりようわからん。全

く情がこもっとらん。何を言おうとしとんか。何が要点なのか。見直しせにゃいかん。し

かし、公共下水道はせにゃいかん。ようわからん。もう時間がないの。私生きとる間にし

てください。十何年もたって、これからまた１０年も２０年もかかったらこれ、もうあの

世からでも質問に来るようになりますよ、これ。 

 本当に行政というのは、ある程度スピードアップして、できないのであればできない、

するのであればする。早く結論を出して、するべきときにはするようにしないと、環境よ

くするということはだれも異論ないと思う。旧市場のときも、あれ今の全体図で言ったら

３３０億円とか３５０億円かかるとか言われておりますよね。しかし、こういう阿波市の

ような点在しとる個々の家、非常に集落が少ないところに果たして公共下水というのがい

けるのかどうか。もう少し違う方法で、密集しとるところは集落排水でいくだとか、ある

いは公共下水の一部分的な公共下水にするだとか、いろんなそういう方法の工夫が必要な

んでないかと思うんですよね。個々の山間部とか家は、やっぱり合併浄化槽でお願いする

とかというようなことをしないと、現実問題としてなかなかやりにくいんでないかと思う

んですよ。 

 そして、市の負担も大変なんですけど、逆に個人負担も、市場のときだって個人負担が

１００万円要ると言われた、加入するのに。しかし、今のこの不景気な時代に１００万円

かけて果たして加入してくれるかどうか。この問題だと思うんですよね。多くの人が今合
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併浄化槽を入れてますよね、大概の家が。そういうふうなことも考えて、一日も早い結論

を出してあげてほしいと思うんです。 

 今、部長のお話の中で、指定しているところもいただけるようになるんですか、合併浄

化槽の補助金は、これからは。いただけるんですね。そこらをはっきりもう一回、誤解し

ている人もおるかもわかりませんから、指定している地域も申請が出てくればこれは差し

上げますということをもっとわかりやすく説明をしてあげていただきたいと。 

 今、三宅副市長のほうからお話がありましたけれども、県との調整とって、今の阿波市

にふさわしい公共下水、環境よくするというのはだれも異論のないとこだと思うんです

よ。そこら、あなた優秀なんですから、県と調整とっていただいて、阿波市の現状をよく

見ていただいて、阿波市にはこういうことのほうがいいんじゃないかというようなことを

よく考えて、ぜひお願いをしておきたいと思います。この項はこれで終わりたいと思いま

す。 

 次に、移りたいと思います。 

 次は、庁舎の問題ですけれども、これも私も大分４年も５年も言い尽くして、副市長耳

にタコができとるぐらいこれ聞いておると思うんですが、副市長時代にねえ。これも合併

調印のときには、前市長がなさって、鳴池線の土成沿いに速やかに着手するというように

調印はなっとんですね。しかし実際は、質問を４年間私もやってきたけど、言うたびごと

に、「はい、わかりました。一直線にやります」って、どっち向いて一直線かよう、あの

人言わなかったとこえらいねえ。前向いてなのか、後ろ向いてなのか、だからよくわかり

にくい。ともかく一直線やると。だから、私たちも質問しにくかった。一直線でやるとい

うから、これしていただけるんだろうなあと思っとったんですけど、それも答えが出ずま

ま。ほんならこのことは、調印をなさったご当人ですから、前任者の責任において処理す

るのが私は当然だったと。そして、その道義的、政治的責任は私はあったと思う。 

 しかし、もう退任された人ですから、私が今さら言うのも差し控えたいと思いますが、

非常に残念に思う。そして、今までの一直線にするだとか、やあ調印だとかというのがむ

なしく感じる。それでは、行政のトップが住民との約束事、発言したこと、私が前段で申

し上げた真心がこもってなかったら、何の美辞麗句を並べても、市民の皆さんからの信頼

を得ることは私はできないと。 

 ですから、今の時代ですから、市民の皆なり、あるいは私たち議会が言っても、限られ

た予算の中で優先順位を決めたり、あるいはどうしてもできない部分もあるかもわから
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ん。そういうふうなことには、野崎市長のほうも、この市長ははっきりした性格をしてい

る方ですから、できることはできる、できないことはできないと。そして、できないこと

については十分市民の皆さんに説明して、ご理解をいただく必要が私はあるんでないかと

思うんです。 

 幸いにして、前任者が残されたこの庁舎問題については、野崎市長が決断をされて、来

年の３月３１日までに一定の方向性を示すというように発言をされております。私は大き

な前進であり、英断でなかったかと思います。 

 また、そのために市民の皆さんなり、学識経験の方などを入れた懇話会を、庁舎問題の

懇話会を発足させて、そしてもうはや既に２回行い、３回目を９月に開催される予定だと

お聞きしております。そこでは、３回目についてはいろんな議論を、１回、２回目は組織

づくりだとか懇話会の姿勢とかスタンスだとか、そういうふうなことを恐らくされたんだ

ろうと思いますから、これからは具体的に、３回目、４回目に入れば、庁舎の整備の方向

性、あるいは１０月にもあり、２カ月ごとぐらいにあるようですが、集客施設として機能

とか役割、あるいは１１月には防災拠点としての庁舎はどういう役割を果たすべきなのか

とか。そして１月、あるいはまた１月には庁舎全体のレイアウトだとか。そして２２年

の、来年の３月末には最終報告書を市長のほうに提出をするというようになっておると思

いますが、ぜひそれらを、それぞれの学識経験の方なり、あるいは市民の人のご意見を聞

いて、そしてよりいいものを、阿波市の将来にとって大事なことなんですから、いいもの

をぜひつくっていただきたいと思います。このことについて、今後のスケジュールについ

て、簡単で結構ですから、お願いをしておきたいと思いますが。 

 また、市民の皆さんも非常に理解していない部分もあるんですね。というのは庁舎、ほ

んな今の財政が悪い時代に、ほんな庁舎せんだっていいんでないんでという意見もよく聞

きます。しかし、今の庁舎の実情を、旧町である４町の、これは非常に老朽化され、どの

施設ももう老朽化されておりますよね、どっちか言えば。ですから、例えば吉野庁舎であ

りましたら、３９年に建てられて４５年経過しておると。それから、土成庁舎につきまし

ては、北側が３７年に建築されて、もう築４７年になっております。南側が３６年で４８

年ということで、市場庁舎につきましては４５年に建築されて、もう３９年たつと。それ

から、阿波庁舎に、この一番新しいこの庁舎でも、５４年に建築されて３０年過ぎておる

ということで、残念ながら吉野川市のように新しい庁舎でないんですね、どの庁舎も旧庁

舎は。そこらもなぜ建てかえするのか。新しい庁舎が必要なのかということを市民の皆さ
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んにもぜひわかりやすく説明をしていただけたらいいんでないかと思いますし、またこれ

を耐震化したらかなりの金額が要るようになってます。 

 例えば、概略ですよ。阿波市のここのこの庁舎を耐震するのには、事務局が試算してい

るのは４億１，５００万円余りです。４億１，５２０万１，５００円。市場庁舎につきま

しては３億４，５５２万１，５００円、土成庁舎につきましては３億２，３７２万５，０

００円と。それから、土成支所につきましては、一方が１億５，５９２万５，０００円で

すか。それから、吉野庁舎につきましては２億１，５１０万３，０００円。これ全部しな

ければいけないとしたら、約１３億１，５００万円程度要るんですね、耐震で。大体概算

ですけど。そうすると、これは全く、大づかみで申しわけないんですけど、庁舎仮に４０

億円要ったとして、新庁舎、わかりませんけど、４０億円要るとして、これの７割特例債

が使えるとしたら、３０％でいいわけですね。概算ですよ。もちろんこれ計算の方法、６

５という人もおるし、いろいろのけられる部分もあるというのは、アウトラインで見た

ら、これは実際の市の持ち出しは１２億円程度でいけると、４０億円のことでも。そうす

ると、これらの旧庁舎をするのにも１２億円も１３億円も要るのだったら、新しい庁舎を

やっぱりしたほうがいいんではないかと、私は個人的には思うんですよね。そこらも、市

民の方には特例債だとか、特例債に何ぼ返ってきて、そして市の負担が何ぼ、自主財源が

何ぼ要るんだっていうのは、割とわかっておられない方もおるんではないかと思う。そこ

らを十分わかりやすく抜粋して、市民の皆さんに説明していただいたら、理解と協力がも

っと得られるんでないかというように感じますので、ぜひそういう努力もしていただけた

らと思います。 

 私は、今のような旧庁舎の状態、あるいは特例債の期限、そういうふうなことを考えた

ら、一日も早く懇話会の結論を得て、そして着工するべきでないかというように思ってお

ります。このことについて、理事者はどのようにお考えなのかご答弁を願いたいと思いま

す。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 稲岡議員の庁舎の進・状況についてということでご質問いた

だきました。 

 今、議員からお話がありましたように、庁舎の市民懇話会２回開催をいたしました。そ

の２回開催しました中で、いろんな庁舎のあるべき姿とかいろんなご提案をいただいて進

めて、ご意見をいただいておるわけです。２回目につきましては、今議員からお話があり
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ましたように、庁舎、現状についての説明をさせていただきました。そういったこれから

スケジュール的に、今議員がお話がありましたように、回を重ねるたびに中身的に詳しく

ご意見をいただいて、それを反映していくわけでありますが、この後、懇話会としては、

あと五、六回開催をする予定でありますが、それは中身的にもう少しご意見をいただく場

合があれば回をふやして、できるだけ多くの意見を聞いていきたいと、そのように思って

ます。 

 それと同様に、やはり並行して議員の庁舎特別委員会とか庁内の検討委員会、そういっ

たものをあわせまして、並行してそういったいろいろいただいた意見を調整しながらいろ

いろ反映をしていかなければならないと思います。そういったことで、この後、この庁舎

についての基本計画を策定しなくてはなりません。そういったことで、近々にそういった

ものを発注していきたい。そうしたことでいろいろ会に、そういったコンサルタントの技

術者に参加をしていただいて、そういった提言、意見をまとめていただいて、基本計画に

反映をしていきたい、そのように思っております。 

 また、今いろいろ議員からお話がありましたように、庁舎の現状、それを懇話会の委員

にはいろいろ資料を提供してお話をさせていただいておるわけですが、やはり市民の皆さ

んにぜひともそういったものを知っていただく、十分必要と思います。そういったこと

で、中身的には広報等を利用して市民の皆さんにお知らせをしていきたいと、そのように

思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 稲岡正一君。 

○２１番（稲岡正一君） 総務部長から今ご答弁いただきましたが、ぜひ懇話会の協議な

さった内容についても、時々市民の皆さんにもお知らせして、こういうことを今協議して

いただいておりますとか、こういう方向で、今現在こういう方向ですとかというようなこ

とをして、やっぱり物事を新しくつくるんですから、反対の人もおるし、賛成の人もおる

と思うんです、今のこの世の中。１００％賛成で１００％反対なんてことはないと思うん

ですよ。 

 しかし、やっぱりこれだけの大きな投資をするんですから、できるだけ多くの人に正し

い情報を提供して、市民の皆さんの理解と協力を得ることは、行政がそういう努力をする

ことは、極めて大事なことだと思うんですよね。そういうふうなことを総務部長にぜひお

願いをしておきたいと思います。 
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 時間がだんだん早う迫っておりますが、次に移りたいと思います。 

 農業政策についてお尋ねをいたしたいと思います。 

 阿波市のブランド品を何種類か指定をしておりますが、私ちょっと提案しておきたいん

ですが、３１８号線、鵜ノ田尾トンネルから中央橋、あの間には非常にたくさんの農家の

方が、あるいは生産されたブドウだとか、あるいはまたイチゴだとか、特異なケースで、

特異な地域ですよね、よく売られて。私もあそこよく、自分の店もありますから通ってみ

るんですけど、非常によくはやっておる。どの店もどの店も入ってますよね。いつも何台

か車がとまって買われておる。非常に珍しい地域だと思うんですよね。それらを行政がも

っとしっかり応援して、あそこを、ある県議さんもおっしゃりよったけど、フルーツ道路

のような一つの名称をつけて、そしてそういう人たちにバックアップしてあげると。ある

いは看板も、鵜ノ田尾を渡った香川県沿い、香川との人との交流が非常に、あそこ車の往

来が多いんですね、あの線は。私もよく通るんですけど。香川県沿いの向こう、トンネル

渡ったところにも看板をし、あるいは鳴池線沿いにもし、あるいは３１８号線にもする。

看板ぐらい、そういう宣伝を、行政が応援するという意味でそういう看板をして、もう少

し支援をしてあげたらどうかと思うんですよね。そういうふうな点を非常に思いました。 

 それで、あそこフルーツ道路というような名称をつけて、ほんで今は果物だけの販売で

すけど、果物だけでなく、年間売れるような、自分のつくった農産物、それらも同時に売

って、あるいは出店する人には少し応援するだとかいろんなこと考えてなさったら、もっ

ともっとあの地域は発展するんじゃないかと。また、農家の人の所得の向上にも寄与でき

るんでないかと思うんですよね。そういうふうな意味で、ぜひお考えがあったら、担当部

長のほうでご意見を聞かせていただきたいと思いますし、もう一つは、市長も常々申され

ておりました、今農協にもなかなか営農指導員がおらないということで、たしか市長も選

挙戦のときに、営農指導員を置いてしなくてはいけないなあというようなこと。これやっ

ぱり農協と生産者の人、農家の人と行政が、三者がスクラムを組んで、これからの農業の

活性化を図っていかないと、なかなか難しいと思うんですよね。 

 そういうふうな意味で、行政が少し応援して、農協がフォローできなかった営農指導員

を市が嘱託でも雇って、そういう気持ちがあるのかないのか。そういうふうなことについ

てお聞かせを願えたらと思います。 

 阿波市には、吉野町にはレタスだとかシンビジュームだとか、トマトだとかブロッコリ

ー、阿波市ではナスだとかブロッコリーだとかトマトだとかホウレンソウだとか、いろん
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な銘柄の特産品があると思うんですね。阿波市は農業の、農産物の優秀な地域ですよね。

たくさんそれに従事しておられる農家の人がおると思うんですが、いま一つ特産品に対し

てのＰＲあるいは育成が私はできていないんじゃないかと思うんですよね。これも私の私

案ですけれども、三宅副市長おいでているんですから、阿波市も財政厳しいんですから、

県が車を置いとるよね、たしか大阪だとか行くのに。農産物の直販の宣伝の。あれは県が

じいっと置いているかどうか知らないけど、遊んでいるときがあったら、阿波市借ってき

て、土成の道の駅なり、阿波市の特産品を、あるいは鳴池線の公園のとこだとか、そうい

うふうなところの宣伝兼ねて、そしてその車を利用させていただくと。県やってじっと置

いていたって意味ないと思うんですけど。そういうふうなことしたらお金も要らんし、農

家の人も助かるし、あるいは阿波市の特産品の販売にも役立つし、そういうふうなことを

考えていただけたらいいんでないかと思うんですけれども、ぜひそういうふうなことも考

えていただきたいと思います。 

 それともう一つ、時間がなくなってきたんですけれども、阿波市のブランド品づくりの

そういう宣伝を兼ねて、もう少し本腰を入れてつくってあげると、あるいは支援すると、

しっかり育つまで。そういうふうなことをお願いをしておきたいと思います。 

 それから、金清だとか、あるいは宮川内ダムだとか、あるいは白鳥荘のとこ、我々日本

人はすぐ答えを出そうとするけど、これは無理だと思うんですよ。そこにもう少し、我々

の生きとる時代に、あるいは５年先、１０年先には見れないかもわからないかもわからん

けれども、そこへ桜を植えるだとか、あるいは紅葉を植えるだとか、植栽をするだとか、

もう中・長期的に考えてしっかり、そしてこれはボランティアの人だとか、あるいは地域

の人だとか一体になって、この苗ぐらいは市が提供して、そして生徒の皆さんにも協力し

てもらって、そういうふうな施設をして、長い目で育てていくと、観光地を。 

 そうしたら、今のままだったら、土柱だって全然そんなに来てませんよね。この間も

私、消防の監査に行ったんですけど、あれだって地域活性化資金で５億円積んどる金が遊

んで、予算半分残しとる。どうしてこれ使わないのですかといったら、要望がないと。ほ

んで、早速僕、観光課へ行って、昔は松茂空港にも土柱の全景があった、写真が、空港に

は。世界の２つの奇勝だとかというように書いてね、これもう外されてない。だから、高

松空港なり、徳島空港にあの予算を使って、阿波市も要らんのじゃけん。これは協議し

て、こういうふうなことにも努力していただきたい。そういうふうに思いますが、こうい

うような点について、長期的にこの地域を、金清だとかあるいは宮川内だとか、あるいは
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土柱のとこに植栽をする。あるいは、それには地域の人と一体になってするというような

ことについて、どのようにお考えなのかお聞かせを願って私の質問を終わりたいと思いま

す。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 稲岡議員のほうからご質問をいただきました。阿波市の

ブランド品目を何種類か選定して、国道３１８号線をフルーツ街道にしてはどうかという

ふうなご質問でございます。 

 現在、本市の農業を取り巻く状況につきましては、輸入農産物の増加、また農産物の価

格の低迷とか農業機械、また農業資材の高騰により、非常に厳しい状況かと思っておりま

す。そのような状況の中で、各農家においては生産コストの削減なり、また生産物の有利

な販売等を考えながら農業をしているのではないかというふうに思っております。 

 土成町の国道３１８号線沿いの北二条から北への沿線は、以前からブドウ、またイチゴ

などの地域の特性を生かした観光農園、また農産物の直売が盛んなところであります。こ

の事業に取り組んでおります農家につきましては、ブドウ園の直売所が１３カ所、またイ

チゴの直売所が１３カ所、ブドウ狩りをされている農家が観光農園として３カ所、イチゴ

狩りが１カ所現在ございます。また、北の奥宮川内谷川沿いにはたらいうんどの店もあり

まして、周辺には年間を通じて多くの観光客が来てにぎわっておるというふうな状況があ

ろうかと思います。 

 今、議員からご提案をいただきました国道３１８号線をフルーツ街道にしてはどうかと

いうふうなことにつきましては、たらいうどんなり観光農園、農産物の直売、また道の駅

御所の郷等一体的に考えて、３１８号線周辺をフルーツ街道して整備する構想かと思いま

す。 

 観光農園なり直売は、消費者と生産者がやっぱり直接触れ合うというふうなことで、安

心・安全な農産物の提供なり、また地産地消の推奨にも役立つんではないかというふうに

も思っております。さらには、周辺農家なり、地域の活性化にもつながるんではないかと

いうふうにも思っております。それで、実施につきましては、周辺農家等の意向もあると

思いますので、関係農家なり、関係団体、関係機関などと十分協議をさせていただいて、

考えてみたいというふうに思っております。 

 それと、土成周辺の観光のＰＲというふうなことでご質問ございましたけれども、今阿

波市には、土成地区には土成観光協会というふうな組織がございますので、その土成の観
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光協会におきまして土成町地区の関係についてはご努力いただいておりますけれども、さ

らにそことも相談をしながら、観光のＰＲにも市としても努めていきたいというふうに思

っております。 

 それと、阿波市全体の観光につきましては、土柱というふうなもの、土柱の観光、また

金清自然公園、奥宮川内谷川の自然公園というふうないろんな観光資源がございます。や

っぱりそれらを一体に考えて、何とか観光客を誘致できる方策はないかというふうなこと

を今後検討してみたいと思っております。 

 それと、金清周辺、また土柱への植栽というふうなことでお話がありました。これにつ

いても、どういう形で進めたらいいのかというふうなことで今後検討させていただきたい

というふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 稲岡正一君。 

○２１番（稲岡正一君） もうあと３０秒しかないので、市政は市民のためにあるという

ことを担当の部長よく考えて、お金を使わなくても、汗と知恵を使えばできることもたく

さんあると思うんです。それは本当に市民の側に立って行政をしっかりしていただきたい

という気持ちを私は非常に強く思っております。どうかこれからはスピード感を持って実

行するというようにぜひお願いをして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 暫時休憩いたします。 

            午前１１時０６分 休憩 

            午前１１時２０分 再開 

○議長（三浦三一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、志政クラブ月岡永治君の代表質問を許可いたします。 

 志政クラブ月岡永治君。 

 

○１５番（月岡永治君） それでは、三浦議長の許可を得まして、志政クラブを代表いた

しまして１５番月岡永治、代表質問をさせていただきたいと思います。 

 ４０年の選手で大先輩でございます稲岡議員の後でございまして、まだ私その半分もい

ってないんですけれども、負けんように一生懸命、６名を代表いたしまして代表質問させ

ていただきたいと思います。 

 私、通告、一番初めには政権交代について質問を出させていただいております。 
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 １９５５年、片山内閣から自由党、また民主党、保守合同の鳩山一郎さん。自由民主党

の初代総理大臣ということで５５年体制が崩壊いたしました。１６年前に、第１党ではご

ざいましたけども、８党によります細川政権ができまして、現在の小選挙区、これができ

たのが１６年前でございます。５回目にして、やっと国民の声が届いたというふうなこと

でございますけども、それはなぜかといいますと、３０８議席、それと大多数の皆さん方

が今度の政権を望んだ結果、そういうふうな形になっとんではないかと思います。 

 ４年前の郵政選挙のとき、私はこういうふうになるんでないかとある程度の予測はして

おりました。なぜなら、都市型選挙が、今回のマニフェストを見たときに、田舎でも受け

るようなそういった施策がたくさん載っておったと。それと、自民党自体が政権のたらい

回し、１年の間に何名の総理大臣がかわる。そういったことが起こり、また次々とそのマ

ニフェストどおりやれないという自民党の体質が今回の選挙結果に出たんではないかと、

そのように思います。 

 一昨日でございましたか、県のほうに市長会も町村会も、大きく変わろうとしておるこ

の政権、地方向けの政策が見えないということで、戸惑っているのが現状でございます。

そして、県に情報を早く下さいというふうなことで、代表者の方が県のほうに要望をして

いるような状態でございます。 

 そこで、野崎市長、先ほども言いましたように４カ月たちましたけども、あなたがこれ

から先やろうとしておった政策、大分変わってくるんでないかと。先ほど市長の答弁の中

でも、これから先地方の時代になると。そういうことで考え方を変えて職員一同そういう

ような形でやっていきたいというふうな旨が出ておりましたけども、市長のご見解を。ど

ういうふうにとらえておられるかお聞きしたいと思います。 

 また、２番目の後期高齢者医療制度の廃止や子ども手当、あの民主党のマニフェストで

本当に、もうわくわくするようなそういった施策が示されております。国と地方、明治以

来、中央集権でやってきたこの政策、この国の運営が、もう地方にまるっきり移譲すると

いうふうな形で今回の、１６日の首班指名が行われるようになっておると思います。 

 そこで、地方主権、地方分権の改革というものを掲げており、現実にそのとおりなって

いくとしますと、阿波市に来る事務の負担というのは、相当なものが来るんでないかと想

定されますけれども、それに対してどのようにして今の職員でやっていくのか、どういう

ふうな考え方を持たれておるのかお聞かせをいただきたいと思います。 

 それと３番目、鳩山政権は１６日に、先ほど言いましたように首班指名を受けて、内閣
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民主党の新しい内閣が発足するわけでございますけど、不透明でございまして、今できて

もないんですからなかなか新しいものはできませんけども、財源など強く不安を抱いてお

る。きょうの新聞も書いてましたように、４７都道府県の中の２７県の知事がもう大変だ

ろうと。もうどないなるんだろうと。その反面、期待は７割の方がぜひやってほしいとい

うふうなことで出ております。 

 やはりそういった中、停滞することは阿波市はできません。これから先どのようにして

情報を、国、県の情報をいち早く察知するかというのが、これから阿波市の職員の務めで

ないかと。やはり市民のためにどのようにして阿波市が停滞なく今までどおり、今以上に

やっていけるか。また、それから後退することなくやっていけるかどうか考えておられる

のか。また、その中に、徳島市等ではもう対策本部、そういうふうなものを立ち上げてや

っておりますけども、阿波市は今どのようになっておられるのか。まずお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 志政クラブの代表質問、月岡議員からは政権交代による質問でご

ざいます。 

 ５５年体制の崩壊によりまして、細川内閣から１６年、小選挙区による政権交代が行わ

れたが、阿波市政の影響はどう考えているのかということでございますが、もうご承知の

ように、さきの衆議院議員総選挙におきまして、絶対過半数を占めていた与党自民党、歴

史的な大敗というようなことで、半数以下に議席を減らし、対しまして民主党は現有議席

の倍増以上ということで３０８議席でありましたか、議席を獲得し、安定多数というよう

なことになっております。 

 こうしたことから、阿波市政の影響はどう考えてるのかということでございますけれど

も、まず私ども考えるのには、やはり時代の流れの中で地方分権、あるいはたびたびマス

コミ、あるいは政策の中で発表されています一括交付金、このあたりが一番の阿波市政に

とって課題となるもんではないかと思っています。 

 全国市長あるいは知事会、市町村会等々、こうした政権交代による期待といいますか、

あるいは不安といいますか、この件につきまして随分と政府のほうへ要望等々行っている

ようでございますが、まだまだ今中身が本当わからないといいますか、というようなこと

でございますので、具体的な制度設計というのがはっきりするまで情報収集に積極的に努

めていきたいなと、かように思っています。 
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 特に地方分権絡みと一括交付金絡みでございますけれども、月岡議員も発言の中で触れ

られましたように、地域の判断で権限と予算が、執行が非常にやりやすくなるというふう

なことが言われてます。ということは、地域で判断できるということは、本当に市民のた

めの、私たちの努力が本当に実れば、努力すれば多くの市民の方に安心・安全な生活環境

が行えるんでないかと思っています。あと一歩、公共事業中心といいますか、そういう面

から医療あるいは介護、子育て、教育等々へ予算が動いていくのかなあというのも懸念さ

れてます。 

 阿波市にとっては、ご承知のように子育て等々福祉関係、子育てあるいは医療、福祉

等々に随分と力を入れてますけども、その面については有利に動くんではないかと思いま

すけれども、公共事業等々については心配されることも出てくるんじゃないかと。いずれ

にいたしましても、職員一丸となってそれぞれの情報収集等々に努めて、これから先も阿

波市の発展のために努力していきたいと思ってます。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 失礼いたします。志政クラブ月岡議員の代表質問の政権交代

について、（２）として後期高齢者医療制度の廃止や子ども手当等、想定される事務負担

の増加に対し、どのようにしていくのかという代表質問でございます。 

 マニフェストの中に、後期高齢者医療制度を廃止するとそういうふうなのが事実載って

おりました。しかし、今のところその制度をどうするかっていうふうなことの国等におい

てのまだ方向性というものが全然示されてない状況でございます。今後、情報収集に努

め、廃止や改正に伴う事務の増加、システムの変更等相当事務量等がふえるということは

予想されております。できるだけ情報収集に努め、国、県の指導をいただき、変わりまし

たその制度の方向性に対応できるように一生懸命努力してまいりたいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 暫時休憩いたします。 

            午前１１時３２分 休憩 

            午前１１時３３分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 月岡議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 
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 まず、政権がかわっていろいろ民主党のマニフェスト見てますと、いろいろ今打ち出し

ている中身につきましては、変わってくるそういう予想がされます。そういったことで、

今お話がありましたように、２番目にありますその子ども手当とかいろいろそういう市が

やらなければいけない事務量がふえるんでないかと、そういうご質問であったと思います

が、それについては現段階ではそれぞれの担当でスタッフ制をしいておりますので、その

中で対応していただくと、そのように思っております。 

 しかしながら、さまざまな情報の収集といいますか、先日の９月の部長・次長会の中で

も市長、副市長から指示がありました。いろいろ変わってくる中で情報収集をどのように

してするんだと。それについては、現段階では各部署ごとにそういった情報を収集して、

それをどこかでまとめる必要があるということで、現段階ではどこでまとめるかというこ

とはまだ決まっておりませんが、必ず整理をする必要があります。集めた分を整理をし

て、それをまた協議を持ち寄って対応していくことになると思いますが、早くいろいろこ

れから情報が飛び交うと思いますが、早くそれを、いち早く察知をして、その情報を集め

て整理をして素早く対応していくと。そういうことを現段階では考えておるところであり

ます。 

（「対策室」と呼ぶ者あり） 

 今申し上げましたように、現段階では対策室等は現段階では考えておりません。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今、市民部長のほうからも詳しくご説明いただいたんですけ

ど、指名されてないから対応しないというような答弁になると思うて私、今ちょっと皆さ

んにやめていただいたんです。 

 やはり、そのとき何かが出たからそれからやると。いっつも皆さん方が言よることと一

緒なんですよ。先にシミュレーションやって、こういうことが起きたらこの人とこの人は

こういう担当でやる、これでやるというようなものをやはり先決めておかないと、来たと

きにやろうとするから一歩一歩おくれていったんですよ。ぜひそこいらちょっと考えてく

ださい。 

 マニフェスト読んでくださいよ、もう一回。民主党の政権で５原則、政策集も含めて、

一度そういうものを読んで、どの部分がこうやってしてやるであろうと。来年４月から

は、今言よるように財源移譲も、それもやろうと。それと、後期高齢者も廃止するとこれ
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言よんですよ。それと、子ども手当も１万３，０００円、当初１年間は１万３，０００円

やるんだと言よるんですから、これやらなければ民主党はすぐに国民からそっぽ向かれる

んですよ。これにみんな期待して民主党に投票した方がこれだけの日本国じゅうでおっ

て、民主党が政権とれたんですよ。 

 ですから、国から指示が来ないからどうでない。ある程度阿波市民のために、先にそう

いうふうなシミュレーションしておくということをぜひやってくださいよ。もう答弁が何

かそういう後ろへ行くようなそんな答弁ばっかり要りません。やはり職員は、ここでこの

危機、今まで見てくださいよ。明治維新やそれとか今言よるリーマン、石油ショックそう

いう危機のときに必ず政権ってかわっていきよんですよ。今言よる細川政権も村山内閣

も、そのときにみんな変わっていったのは、石油ショックやバブルなんですよ。そういう

時代に来て、今回はリーマン・ショックやそういうふうなことで、この大きなうねりがこ

こに来たんですよ。ですから、民主党はこれ命をかけて国民のためにやってくれると、私

は期待してます。 

 アメリカでも欧州でも、欧米でも、大統領になられたり総理大臣になられたら、１００

日間ハネムーンだということでとやかく言わないと。その政党が、また個人がどこまでや

るかじっと見ていこうと。さっき稲岡議員が言よったけれども、日本人はせっかちです。

マスコミに踊らされて、一部のその数人のマスコミ、日本で有名な人おります。その人が

言うたら、何かシイタケが売れるとか、日本の国民はあの人に動かされるんですよ。 

 ですから、そういったことでなしに、３カ月間、４カ月間は、来年の４月までは、民主

党がどういうことをやるか、もう一回入れた人は、また入れなかった人も、あの人たちを

もっと見て、そしてこの日本がどうやってして変わるんだということをやらなければいけ

ない。 

 ですけど、我々議員は、また理事者は、それに対応して先に動いておかなければ、阿波

市の市民のための私は公僕となれないということです。ですから、国から指示があって動

くというのは、これもってのほかですよ。そんな答弁は要りません。ぜひ頑張ってくださ

い。 

 それと、一括交付金というのは、これは大きな問題です。これは自由に使えるというの

で、これはもう我々も期待してます。ですけど、この交付金が今までの補助金や交付税

と、それよりか低かったら、阿波市は今やっていることがやれなくなるんですよ。やっぱ

り今でひもつきだひもつきだと言われもってでも、あの補助金があるっていうことで我々
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旧町時代から、また市もそういうようなことで事業ができていきよんです。ですけど、こ

こは本当に職員、議員皆一丸となって、知恵を出し合うて、ほんまに１円のものを、１０

０円のものを、２００円、３００円に使えるようなその政策を絶対やらなければいけない

んです。ここに絶対今来とんだと。また、細川政権みたいに１年ですわ。実際は８カ月で

す。村山政権１年半でしょう。また自民党が帰ってきて、昔のようになるんと違うのかと

いうのは、これ期待できんですよ、今の状態なら。 

 ですけど、そこをやっぱり我々、今議員も含めて理事者、市長を初め理事者の皆さん方

も、本当知恵と工夫を、今ここで出さなければ、出すときないですよ。ここでもう知恵を

出して、皆さんが政策提案をして、提言をしてやっていく集団にぜひこれ一体となってや

らなくてはいけないのでないかと思います。 

 それと、ちょっと聞き忘れたんですけども、４６基金の中、阿波市にも１０億円程度の

緊急対策のそのお金が来ておりますけれども、その進・状況、一体どこぐらいまで使っ

て、そしてその基金は一時凍結と民主党は今出しております。なぜなら、子ども手当に係

るそういった皆１６兆円の中の財源にも読み込んどんですよ、民主党は。今の次の政府は

ですよ。ですから、そういうことで、阿波市は今この事業がやれないということになった

ら、困ることいっぱいあると思うんです。そこいらのところ、ちょっと数字をお知らせい

ただきたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 月岡議員の再問について答弁させていただきます。 

 まず、地域活性化・生活対策臨時交付金４億１，８００万円余りの交付金をいただいて

おるわけですが、これにつきましては現在すべての事業をトータルしますと約４０％の進

・状況になっております。これにつきましては、いろいろ理由はあるわけですが、１０月

になりますとたくさんの発注があるというように聞いております。 

 また、先般の６月議会で６億円余りの交付金につきましては、現在各部課に現在の進・

状況を今調査の段階でありまして、まことに答弁としては申しわけないんですが、現段階

ではそういう状況で、早く、この４億１，８００万円につきましては繰り越しをして今年

度中ということになっておりますので、早急に事業を進めていかなければならないと思っ

ております。 

 以上であります。 

○議長（三浦三一君） 月岡永治君。 
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○１５番（月岡永治君） 今４億円の分は４０％ということでございます。それは、ほと

んどが繰越事業で、国のほうで無駄だと言われんような工事だろうと私も思うとります。

ですから、あと６割はやれるんだろうと。ですけど、今６月の６億円に関しては、これは

早くやらなければ、ですから先に計画をしとかなくてはこういうことが起きるぞといって

皆さんがご指摘したんですよ。 

 だから、この中でも今農業の担い手の分、そういうようなものでは農水省は今凍結した

んですよ、完全に。今水と緑何とかというんですか、あれはもう全部凍結なんですよ、今

度。とまっとんですよ、今。補助金出さないというて農水省が言よんですよ。 

 だから、そういうことで先々先々使っていく、やっていくということをこれから心がけ

ていってほしいと思います。 

 時間がありません。２番目大事な質問でございますので、２番目のほうに移らさせてい

ただきたいと思います。 

 環境行政についてお尋ねを申し上げたいと思います。 

 ７月１０日、イタリアのラクイラですか、Ｇ７・Ｇ８首脳会議が開催されました。温室

効果ガス、世界全体で２０５０年までに５０％削減、またＧ８プラス中国やインドなどの

新興６カ国、Ｇ１４で８０％削減すると。これが発表されました。 

 民主党の鳩山さんがきのう、東京のシンポジウムで、そこで２０２０年度までに２５％

の削減をする。その基礎の年数が１９９０年であると。そのとき今の政府・自民党が出し

ておった数値と比べますと、自民党は８％削減なんです。この差、１７％あるんです。こ

れはもう今、政財界ももうとんでもないことだというんで今慌てておりますけれども、シ

ンポジウムの開催者、外国から来た方は「さすが鳩山だ」ということで、拍手喝采だった

そうでございます。 

 今、経済は多少なりとも上向きにいっておる中で、この環境問題は本当にもう大変なこ

とでございます。ＮＡＳＡの何という博士だったですかね。ジェールス・ハンセンという

その方が、これ唱えられてからもうＣＯ２、温室効果ガスは大変だということだったんで

すけども、それが一挙に１０歩も２０歩も日本は進んでいくというふうな数字が発表され

ました。 

 それで、私ども阿波市にも、こうやって阿波市地球温暖化対策実行計画というのがこう

やって示されております。本部長は三宅副市長です。そして、これを、今市長も当選され

て間がないんか知らないんですけど、お持ちでなかった。これ市民部環境衛生課だけが持
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っておるような形になっておるんですよ。ことしの４月からこれ始まっとんです、これ。

その中身、詳しく説明していただくと私の時間なくなりますんで、目標とか内容のほうち

ょっと知らせていただきたいんですけども、私わかってますんで、皆さん方にわかるよう

に、簡単でございますから、ちょっとそこの説明をしていただきたいと思っております。

もしも本部長のほうでわかるんでしたら、本部長のほうからお答えいただきたいと思うん

ですけども。やはり、これから、本年の４月からこの分始まって、阿波市はこれから５年

間この計画に基づいてやっていこうということでございますので、そこの説明をぜひお願

いいたしたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） ２番目の環境行政についての（１）の地球温暖化対策実施計

画の内容でございますが、基準年は平成１９年度でございます。 

 それで、ＣＯ２の削減期間は平成２１年度、今年度から２５年までの５年間の取り組み

でございます。それで、その取り組みの対象施設としては、庁舎を含めた公共施設。直接

的に行政が管理しておる施設及び事務事業でございます。それで、ＣＯ２の削減目標は

２．１％、８９トンでございます。 

 それで、どういうふうな取り組みをしようとしているかというと、空調設備の適正な設

置、改善、照明機器の適正な使用。蛍光灯を昼の時間切るとか、ＯＡ機器の省電力モード

を活用するとか、そういうふうなソフト面のことを中心に計画され、またそういうふうな

ことで取り組んでいこうとする計画でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今ここに計画出されております。 

 基準排出量が４，１７９トン。これもう庁舎と、それと近辺の各支所、公会堂やそうい

うものは除いたものですよね。そういうことを説明してと言うたんです。ですから、それ

が４，１７９トンで、８９トンを減らして４，０９０トン。５年間で２．１％、８９ト

ン。 

 そしたら皆さん、これ８９トンという数字がわからんと思うんですけども、電気代なん

です、これ。阿波市は８６．６％が電気代なんです。電気代が、それがＣＯ２の排出量と

して４，１７９トン。ほとんどこれの８６％がこういうことになっとんです。 

 そしたら、それはどんなものかといいますと、クーラーを中身見てみましたら、クーラ

ーを２９度にするとか、それとか電気を小まめに切るとか、そういうことで数字を、普通
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で使いよる電気だから余り減されないということで２．１％にしとんです。ですけど、

２．１％というのは、一体どんなことかと言いますと、この間文教で話してましたよね。

中央保育所と一条保育所合併するとか、この合併したら５年分これ一発でなくなるんで

す。それぐらいの小さな数字なんです。これ２７０万円も３００万円も出して計画したそ

のエコ計画が、市が市民の模範とならなければいけない計画がたった８９トンなんです

よ。 

 そしたら、ちなみに皆さんにわかっていただきたいのは、４キロの一般家庭が太陽光発

電をしたとき、そしたらそこでどれだけのＣＯ２が削減できるかと言ったら、１軒で１．

４トンです。この数字をするのに５年間で６０軒の家を太陽光つけてもらったら、この数

字は解消できるということなんです。それぐらい微々たる数字しか、阿波市は環境の町と

して売り出していっている阿波市が出してないということなんです。 

 そして、その大きな、一番大きな問題は、この４，１７９トンのその排出量、これの半

分が水道課の電気代なんです。水道課が今各町村でポンプアップして、上水道からポンプ

アップしておるその電気代が今、この間森本課長に言うて私数字いただきましたけども、

それをトン数に直してみましたら、もう本当に２，０００トン。この排出量は２，０００

トンというのは、水道課のこういうふうなもんです。そこに、普通で考えて、太陽光で

も、そういったソーラーパネルでもつけたりしたら、たとえそこを１割削減するというこ

とは０．５％の削減ということになるんです。１割の削減をしたら５％の削減ということ

になる。こういうことがあって、なぜ５年で２．１％というこういう数字を出したんか、

その意味がわからない。そこをちょっとお聞かせいただきたいんです。 

 それと今、これアメリカもそうですよね。あのオバマ、そういうようなことで、これか

ら太陽光発電という時代、前回６月の議会でも、吉川議員のほうから、もう太陽光パネル

をすぐつけなさいということで、体育課のほうにもすごいおしかりがありまして、ほんで

３％それはもうこっちへ戻したらええんじゃということでかなり議論をして、そしてやっ

とこさ１億円の太陽光発電を土成中学校の屋根につけると。普通考えたら、１００キロの

太陽光発電というのは、徳島県下では徳島の市役所の市役所が使う分、これは合併して庁

舎で使いよるところ、それと美波町、旧の日和佐町の青少年センター、この２カ所しかあ

りません。それ以外は５０キロも６０キロもないんです、徳島県下で。それが、私は土成

中学校の上に１００キロということを言ったときに、これは５キロか１０キロでいいなあ

と。県もそういう形で各施設は、学校施設は５キロか１０キロでいいんでないかというこ
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とで計画をしなさいということで、私はすぐに６月の議会の最終日に、この予算が通った

ときに、皆さん方にお願い、市のトップの方に、これは小さいもんにしなよと。それをす

るのは、今度庁舎ができたときとか、それとか今ごみの焼却場でお金がようけ、年間１億

５，０００万円も２億円も要りよんじゃから、ああいうところにつけたら効果的ですよと

いう提言をしてあったはずです。それが、今度また教育委員会のほうで、また補正予算も

出ておりますけれども、太陽光がびっくりするような、普通考えられんような、一般の会

社でもつけんようなものを学校につけると。また、こうやって提案出てます。 

 私は、悪くはないんですよ。ですけど、費用対効果というのを絶対考えなければいけな

い。あの３％を角度１０％に上げるためだけで、工事費の３割アップになるんですよ。そ

したら、電気の出力がたとえ５％落ちようと、子供の教材には何ら関係ないんですよ。そ

ういったところを考えて、スクール・ニューディールで補助金が９６％出るから、９５％

出るからということで、そういった無駄遣いをするから民主党に責められるんですよ。オ

ンブズマンに責められるんですよ。そういったことどうやって考えるのかと。 

 それと、阿波市全体、今４，１７９トンというんで公共のところが出てます。ですけ

ど、阿波市内で考えたときに、ＣＯ２を一番出しよるのは、工場も少ない阿波市は一般の

家庭なんですよ。これは皆さんわかるでしょう。通常２１％が、日本の国全体で考えた

ら、２１％が一般家庭といいますけど、阿波市だと私は３５％だと。私の考え方では持っ

ています。そしたら、市民を巻き込まなければ、この環境対策というのは、阿波市はやっ

ていけないということではないかと。阿波市はそういうところに金を入れていって、市民

の皆さん方に参加していただく、そういったことをやらないと。私はこの本当の意味での

阿波市の環境衛生課の政策にならないんでないかと考えております。 

 ニューディールで５０％の補助、１キロに対して７万円、国も補助金がまた復活しまし

た。そして、各町村で今、美波、北島、石井、三好、そういったところでは今もう１キロ

当たり何ぼということで、一番多いところでは７０万円、一番少ないところでも２８万円

の一般家庭の太陽光に対しての補助金を今やっております。阿波市はこれをどういうふう

にするのか。考えがあるんでしたら、ひとつお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 笠井市民部長。 

○市民部長（笠井恒美君） 月岡議員の再問でございますが、５年間で２．１％、低いの

ではないかというご質問でなかったかとは思うんですけども、現在の２１年から２５年の

５年の取り組みについての主な内容を月岡議員のほうからご指摘いただきましたように、
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今取り組もうとしておるのは、ソフト的な面の取り組みばかりでございます。ハードの改

築とか建設が進んだ場合のそういうふうなものが読み込めておりません。そういう点では

不十分でなかったかというふうに反省しております。それで、目標値が小さく出ておると

いうふうな現実がございます。 

 そんなところで、経済危機対策においても、今回におきましても公用車のハイブリッド

自動車の購入等も予定されております。それから、土成中学校の体育館のほうに太陽光パ

ネルがつくというようなことも出ております。そんなところを勘案して目標値の設定等も

見直していかなきゃならないのではないかなと、そういうふうに考えております。 

 それから、太陽光発電、家庭のほうに普及していかなきゃならないというようなこと

で、議員ご指摘のように、県下で美波町、松茂町、石井町、三好市、北島町が検討中とい

うようなことで、今のところ出ておるようでございます。 

（１５番月岡永治君「美波検討中、２つしよんじゃろうね」と

呼ぶ） 

 それで、阿波市単独による補助制度につきましては、財政上の問題もありますので、今

後近隣市町の動向を見ながら、十分研究検討をしてまいりたいと考えております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） 今私、ちょっと私なりに金清、土柱、御所の郷、多分ようけ使

いよるだろうなあということで、ちょっとどれぐらい使いよるかちょっと知らせてという

ことで調べてみました。そしたら、御所の郷だけがいただきました。そしたら、電気は１

５０万キロワット、これを普通０．３１５って掛けるそのＮＥＤＯのそのやり方、ＮＥＤ

Ｏというのはエネルギー省というか、経済省と環境省がつくっておるその第三者団体で

す。ですけど、阿波市のこの計画の中では、阿波市は０．３７８、なぜなら四国電力の電

気代と東京電力の電気代というのはちょっと違うそうで、その掛け率が違うんですけど

も、それでやったときに、御所の郷だけで電気だけで５６７トン、灯油で３７２トン、合

計１，０００トン近い、９３９トンというＣＯ２を出しとんですよ。１軒のそういったと

ころで１，０００トン出よるということですよ。御所の郷なら御所の郷。金清が、土柱が

これの半分かどうかわかりません。数字がありませんので、その計算はできませんけど

も。 

 これ私、ゆうべいただきました。ゆうべこのままちょっと計算してみたんですけど、そ
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の中でスクール・ニューディール、またニューディールということで、今度また教育委員

会が電子黒板であるとか、太陽光であるとか、その耐震とあわせてやりなさいということ

で、これを今、今度また計画しました。私は市長のところにも来て、これは本来環境衛生

課がやりなさいと。これ環境衛生課がやらなければだめですよと。環境衛生課何も動いて

ないですよということで私はご指摘したんですけれども、やはり教育委員会の中にも優秀

な人がおりまして、よく勉強して、今度もいろんな制度を使って数字を上げてきたんです

けども、お隣の吉野川市が今度、うちよりかいち早く、三好市は緊急対策でもうやってま

す。この太陽光のことやってますけど、吉野川市が今度１８校小・中全部やります。その

財源が１８校をやって１億８，０００万円なんですよ。うちは、今度３校追加するという

ことで、４校やって、それで１億９，０００万円の予算をとっとんですよ。 

 私はここでお金を生むそういうふうなものであれば投資は絶対してもいいけども、だけ

どここは一たん考えるべきでないかと。予算は結構です。これは取っときましょう。実行

するのをどういうふうにしてやるのかというのは、ここはほんまに考えていかんと、先ほ

ど言いましたでしょう。３度の角度がこうやってなっておるもののその上にかけても、電

気の発熱量ってそんなに変わらないんです。それを上げて、６００万円も７００万円も高

いものにして、今度熱効率それを売電しても、絶対に一生元とれないんですよ。こんなも

の一般家庭だったらしませんよ。これをだれに言われるんか知らないけども、教育委員会

かたくなにそれをやろうとしよる。角度を１０度上げる。フラットにする。何ら関係ない

です、教材には。それよりか中身で電気のつくれる方法とか、それがどうやって生かされ

よるか。そういったとこに力を入れるべきと思うんですよ。議会対策はほっておきなさい

よ。文教委員会のほうでどんどんどんどん審議してもらいなさい、こんなことは。 

 何か余りにもそういった形になってきて、これしていることが全然ちくはぐになってま

すよ。ぜひそこいらを考えて、国がこれからスマートグリット日本版ということで、私は

反対に人口密集地の吉野町であったり、町口であったり、町筋がその日本版、スマートグ

リットに参加するために、私は環境省に手を挙げてほしいんです、本来は。地域を、電気

をつくる人、供給する人、使う人、地域でどうやってしてやっていくかというのが、これ

から世界が今やろうとしていることなんですよ。 

 それが、角度３度変わったからどうやこうや言うて、それも熱効率余り言わないところ

へ向いて、吉野川市は売電はしません。そのための費用が出てこないということで売電は

しないそうです。きょう朝確認とってきました、吉野川市行って。ですから、そういうこ
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とで、やはりいい方法は確かにいいんでしょう。この今言よるスクール・ニューディール

というのは、１キロに１２０万円のその予算くれるんですから、やっても市にはこたえな

いと思うかもわからんけど、これも皆税金ですよ。そういうことを考えて、どの部分の機

種がええか、今４社、５社でやっておる今のこの太陽光発電というのは、全社そんなに差

がないです。値段の競争さす必要もないです。吉野川市も、その地区につきやすいもの、

つけるのに防水やそうふうなものが要らない工事ができるものということで、指定してそ

のメーカーで競争させているらしいですよ。そういうことをやって入札やっていかない

と、違うものをけんかさせて、ただ値段だけでやったんでは、共在にならないということ

です。やはりプレゼンをやって、そして阿波市に対してどれだけの、子供たちに対してど

れだけのことやってくれるのかと。そういうことに力を入れて、こういう設計であった

り、入札をやるということであったら、だれも私怒らんと思いますよ。 

 このままだったら、それは無駄なことがいっぱいあるんでないかと。それならそれだけ

のお金を出すんであれば、よそと違う阿波市は独特なこういうなものをしている。県とも

違う、よその町とも違う、特別いい太陽光発電をつけているんだという説明を皆さんしな

さいよ。そうでないと、この計画というのはおかしいと思いますよ。 

 それと、職員の中でこれが通知されてない。これは今環境衛生課のことでございますけ

ども、やはり旧阿波町のときには、ＩＳＯというて、その環境指導員というのがおったそ

うです。それはもう７名も８名も。ちょうど秋山部長が阿波町時代の担当だったそうで

す。それはもう一生懸命勉強して、試験をして、そしてエコ対策、電気を切るならこの電

気を切りなさい。この蛍光灯１本外しましょう。これは２本外していけます。そういった

ことを専門的に見る人をつくって、阿波町はそういうことをやってきよったというんで

す。それが今教育委員会におったり、市場におったり、ここの阿波市の職員でおるんです

よ。そういう人に、今４町になったけども、阿波町のときの経験を生かして、エコ委員に

任命したらええんですよ。そしたら、この計画というのは、どんどんどんどん数字という

のは上がっていきますよ。ぜひそこいらのところを、もう時間がありませんので、考えて

いただいて、それで阿波市のこの構想、先ほど見直すということでございますから、ぜひ

大幅にアップできた数字ができたというふうなものを期待、１年の報告となっております

けども、３カ月、４カ月、これはもう今、中身これ見たら、出す紙があるんですから、パ

ソコンに入れたら毎月毎月統計すぐできますよ。ぜひそういう形でやっていただきたい。

お願いを申し上げまして次の質問に移らさせていただきたいと思います。 
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 それでは、３番目の福祉・教育行政につきましてお尋ねをしたいと思います。 

 もう本当に、きょうも厚生労働省発表しておりましたけど、政府主導でやると。私が３

日前ですか、福祉課にお伺いして、健康推進課が本部になっております。教育委員会にも

行きました。今の状況、健康本部ではどこまで把握しているんだと。あのお医者はどんな

のかと。タミフルはどうなのかということで聞きに行ったら、きのう新聞に大きく載りま

した。そして、その順番もこういうような形にしてやっていくということで、医療機関の

徳島県の６５施設あれも発表してくれました。この６５施設の中で、阿波市は何があるん

ですか。そして、入院できる、そして今言よるようなハイリスクなその医療機関というの

は一体どこになっておるのか。もしもわかるんでありましたら、まずお知らせをいただき

たいと思います。 

 それと、今タミフルは確かに日本国内でも、また徳島県内でもたくさんあるようでござ

います。ぜいたくにあるというふうな答えが来ております。やはりここは住民の不安、今

１週間で２．８倍の、きょう７００施設かそういうふうなところがまたインフルエンザに

かかったということで、もう厚生労働省慌てておりますけれども、それやったら徳島県ま

たは阿波市に関しては何らこれ一丁皆さん困ってないようなんです。ですけど、１０月に

は絶対に蔓延期、攪拌期が来るというのは、これ学者の方、世間の方の一般の常識なんで

すよ。来てからでは遅いんですよ。かかる前にどうやってして、１０月の末にワクチンが

どういうふうな状況になるか。そういうふうなもの、人間今幼児が１歳以下が何人おる

か、疾患を持たれておる方が何人おるか、今のうちにシミュレーションしておかなけれ

ば、絶対だめですよ。それで皆さんに予防してください。これワクチンのお金８，０００

円出ました。ですけど、これどうしますか。国が一律にすると言よんですよ。また、弱者

の低所得者の方だけに助けるということですけども、これスペイン風邪に似た症状があ

る。毒素がもう大変きつくて、今このワクチンもタミフルもきかないというような状況に

あるっていうのが世界の学者の中では言われておるんですよ。 

 ですから、そういうことも含めて、今医療事情は変わっております。１００万人死ん

だ、４８万人死んだ時代と違うんですよ。多分オバマ大統領がアメリカ全土で全員がワク

チンを打っていただかなければ、１０万人死ぬって言って、オバマ大統領が１日に全国民

にそういうのを発表しとんですよ。医療技術の発達したアメリカでも、日本でも、同じよ

うなことが絶対言えると私は確信持って言います。 

 だから、健康推進部が本部であるんであれば、教育委員会とも両方とも共有ができない
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ような状態ではだめだと。どこに患者がおって、どうふうになっている。個人の情報じゃ

ないんです。そんなん逃げんとってください。市民の命にかかわる問題なんですよ。個人

情報でもしも怒るんだったら、私のところへ言うていってください。その家に私が誤りに

行きますから。そういうことで、もう逃げるような性格でなしに、やはりもっともっと自

分らで市民の中に飛び込んでいって、その人の家族を守るんだというふうなその施策とい

うものをぜひやっていただきたい。そのお考えをちょっとお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 月岡議員の新型インフルエンザについてでございます

が、県が公表しております入院施設等は阿波病院でございます。 

 それと、市民への啓蒙活動でございますが、ご承知のように、市民に対しましてはケー

ブルテレビ、また広報等を通じてインフルエンザの予防徹底につきまして毎日放送をさせ

ていただいております。そして、インフルエンザの市内とあわせまして庁内の連絡体制で

ございますが、第１次の発生時期、北アメリカで発生したわけでございますが、第１回発

生時期に阿波市では４月３０日にインフルエンザ行動計画の第１回の協議をさせていただ

いております。それから、８月２１日までに６回、庁内の本部会議をして、現在対策本部

会議並びに危機管理対策会議を持って今対策に当たっております。また、９月３日には、

阿波市職員安全衛生委員会を持ちまして、新型、来るべき攪拌期の対応ということで、新

型インフルエンザの対応と対策につきまして、もし職員に蔓延した場合の事務事業の遂行

の対策等を協議させていただいております。 

 そして、業務継続計画を６月３日に策定しておりますが、それに基づきまして業務遂行

に付し、市民生活に支障のない行政運営をさせていただくように連絡体制をとっておりま

す。 

 そして、議員ご指摘のタミフル、リレンザ等の保管状況でございますが、県の備蓄につ

きましては、タミフルが８月末現在で１，４１５万人分、リレンザが２２４万人分。市内

の状況でございますが、市内にはそれぞれの病院、阿波病院につきましては県の預かり分

２００人分、独自分が６０人、タミフルでございます。リレンザが７０人分。不足した場

合は製薬会社と契約しておりますので、随時購入予定。また、薬局等に問い合わせます

と、それぞれ備蓄がございますので、そうして各医院、病院等問い合わせましたが、各医

院、病院とも１００人から５００人分程度の備蓄を備えておりますので、予防接種の時期
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までにはそのタミフル、リレンザで対応していただくというふうな方策をとっておりま

す。 

 また、一番大事なのは、市民、またそれぞれの各自のかからないための予防策でござい

ますので、その点につきまして、それぞれの各自の責任におきまして健康管理に十分注意

していただきまして、新型インフルエンザにかからないように注意をさせていただくよう

な喚起を催しておるのが今の実情でございます。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 月岡議員からの新型インフルエンザに関係しまして、その対

策・対応についてということでございますので、お答えしたいと思います。 

 本当に、全国的に感染拡大が懸念されております今日、教育委員会といたしまして幼稚

園、小学校、中学校が９月から２学期が始まっておりますが、それまでに会を開きまし

た。８月２４日に臨時の校長会を開きまして、幼稚園長、小学校長、中学校長が集まって

いただきました。現状を申し上げて、どうすれば防げるか、あるいはどうすれば一番最小

限に食いとめることができるかということを協議いたしました。その中で具体的なことと

しましては、９月１日から子供たちが登校・登園しますので、登園・登校してからでは遅

いということで、８月２９日と投票日を控えまして８月３１日の２日にわたりまして、阿

波市内全域に音声告知機を利用させていただきまして、保護者、子供たちに呼びかけをい

たしました。その内容を簡単に申し上げますと、９月１日から２学期が始まります。当

日、発熱等がある場合は登園・登校しないで、お電話で幼稚園または学校へご連絡くださ

いというふうに申し上げてきました。 

 また、対策の２つ目としましては、保護者の皆様方に教育委員会教育長名で新型インフ

ルエンザの対応についてお願いということで文書を配布させていただきました。これは全

市幼稚園、小学校、中学校の保護者あてでございます。その中には、今申し上げましたよ

うに発熱、検温、あるいは手洗い、うがい等、それから体調の不良を訴えたときにはこう

してくださいと。そしてまた、新型インフルエンザの相談窓口の連絡先等も記載してお願

いをしてきたところでございます。 

 その次に、またきょうも実は中学校長会が開かれておりますけれども、幼・小・中学校

の校長を通じて、とにかく子供たちにうがいと手洗いの徹底をさせてくださいと強く指導

をしてございます。 
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 それから次に、新型インフルエンザの予防ということは、まず感染予防ということでご

ざいますので、検温をすることは非常にその状況を早く察知できます。そこで、恐らくは

県内の小・中学校には多分まだ入っていないと思われます体温計、接触しないで体温がは

かれるという体温計、まあ３秒ぐらいではかれるという体温計、これを市当局にお願いし

まして、早速幼・小・中学校に、すべての学校に配備させていただきました。今実は、実

物をここに持ってきましたが、本当に国も空港とか水際作戦で使われた機種というか、機

械と同じ内容を持つ体温計です。非常にコンパクト、小さいんですけれども、これはわき

に挟んだりとかしません。額にちょっとこう合わすだけで、３秒ぐらいで正確な体温がは

かれます。これが多分各学校に行っておりますので、威力を発揮していただけるものとい

うふうに思っております。 

 これ値段は２万数千円と聞いております。多分阿波市内だけというふうに思っておると

ころでございます。 

 後、広報活動が重要でございますので、学校を通じまして保護者にいろんな広報をして

おりまして、学校からの文書、または学校におきましてはマニュアルをつくって子供た

ち、あるいは保護者に配布する学校もございます。このマニュアルに従ってとにかく予防

しようとそういうことを言うのは今現在の教育委員会あるいは学校の取り組みでございま

す。 

 実は新型インフルエンザに感染しているしてない、毎日調査しております。８月２３日

以降、現在にわたって毎日のように調査しておりますが、今現時点におきましては、実際

に感染しておるのは３名です。一番多いときが１６名でした。しかし、回復して登校して

おるという子もおります。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 月岡永治君。 

○１５番（月岡永治君） もうほんまにいい体温計ですね。２万何ぼといったらなかなか

皆さん買えないけども、これは阿波市はすぐ買うてくれるんですから、いい町で、よその

町からうらやましがられるだろうなあと思います。 

 ただ、今秋山部長も教育長も言われたように、予防策、これ一概に余りにも不安がらせ

るものではないと思いますよ。美馬市の佐藤先生が４日ぐらい前出てましたけど、あの人

１６年間患者と毎日毎日インフルエンザの患者とずうっと接触しているのですけども、イ

ンフルエンザにかかったことがない。そしたら何かといいましたら、先ほど言いました手
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洗いもうがいも大事ですけど、一番大事なのは、鼻孔洗浄らしいです。１日２回やった

ら、ウイルスは絶対にそれをやらない。鼻の中に水入れるということは、もうすごい苦し

いことでございますけども、生きるか死ぬかだったら、それやらなければしょうがないん

違いますか。やる人おったらどんどんどんどん進めてください。 

 それと、啓蒙活動ですけれども、さっき言いましたケーブルに出している。阿波市はケ

ーブルテレビ全戸に入っとんですよ。文字で、インフルエンザになったらこんなんしまし

ょうじゃないんです。今、健保連や国保が手洗いの仕方、指の間をこうする、うがいはこ

うする、マスクはつけるということで、全部そういうところから、国からそういうテープ

を今一般のテレビに流しよんですよ。そのテープをダビングして、今阿波市のケーブルで

流したらいいんですよ。そういうことで、文字あんなもの何ぼ流したって、何の値打ちも

ないですわ。値打ちがないと言ったら失礼でございますけれども、やっぱりそういうこと

をやりませんか。だれかそんなこと気がつかんのですか。 

 あのね、手を洗うときでも指の間、こういうふうに洗いましょう、１分かけて洗いまし

ょう、あの流水を何分で洗いましょうとか全部しよんですよ。うがいは何分でこうやって

やりましょう。何回ごろごろ言いましょうとか、それを学校の先生が子供に教えよんで

す。大人もやってください。 

 ですから、５歳から１９歳までの方が８９％かかるというこのインフルエンザですけど

も、やはり今も猛毒というか、そういうふうなもの驚異を増しまして、今高知では７０歳

の人が、何か肺気腫だったそうでございますけれども、それで亡くなられた。ですから、

基礎疾患、この基礎疾患も今度厚生労働省が１０月の中旬に発表するということですけど

も、今余り不安がらせたら、一発に病院へ行くという可能性がある。予約制をとると言よ

んですよ。ですけど、そうでなしに本当に悪い人、かかった人は、タミフルなんですよ。

そういうことを実際に皆さん方に教えてあげて、もう不安がらせんようにする。そのため

にはこのケーブルテレビというのはすごい有効ですよ。健康推進課の皆さんには本当に住

民の命を守るんだというふうな考え方でぜひともやっていただきたいと思います。 

 本当に時間がありません。日本の民主政治に大きな扉が開きました。国民が選んだ政治

が始まろうとしておるわけでございますけども、先ほども言いましたように、諸外国では

１００日間ハネムーンといって、選ばれた人や政党、その人に猶予期間みたいなものを、

期待を持って猶予期間みたいなものを与えるということでございます。それを我々は見守

らなんだらいかんのでないかと思います。 
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 そして、今我々がすること。先ほども言いましたけども、議員も含めて職員、またリー

ダーシップをとられる市長、副市長、また教育長、そういった幹部クラスの方が力を合わ

せてこの難局を乗り切るんだというふうな考え方で、ぜひともこれからの市政頑張ってい

ただきたい。我々６名の志政クラブの会員は、ぜひ皆さん方と一緒に残りあと５カ月の任

期でございますけども、一生懸命阿波市のためにやることをお約束をして、志政クラブの

代表質問といたします。ありがとうございました。 

○議長（三浦三一君） これで志政クラブの月岡永治君の代表質問を終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後０時２５分 休憩 

            午後１時３８分 再開 

（１９番 原田定信君 退席 午後０時２６分） 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、阿波清風会江澤信明君の代表質問を許可いたします。 

 阿波清風会江澤信明君。 

 

○３番（江澤信明君） それでは、議長の許可を得ましたので、阿波清風会９月議会、江

澤信明、代表質問をさせていただきます。 

 この９月議会に、市長席の横に副市長が座られまして、理事者側としても陣容がそろい

まして、この９月議会を乗り切っていただきたいと思います。 

 それでは、代表質問といたしまして、とりあえず３点お聞きしたいと思います。 

 副市長には、行政への取り組み方、１つは、阿波市の現状を副市長としてどのように把

握、認識されたかということと、政治状況が激変する中、どのような考え方で市政に取り

組むのかということです。 

 それと、第２点は市庁舎建設について。市民懇談会が２回終わって、議論の中身の情報

公開は十分であるのかということと、建設用地に当たり、合併協定への配慮をどのように

考えているのかということ。 

 それと、建設後に財政指数がどのように変わるのかということと。それと第３点で、市

長選での市長の公約が今後どのように取り組んでいかれるのかと。この３点をお聞きいた

します。 

 それでは、第１点の、これは三宅副市長にお尋ねいたします。 
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 三宅副市長は、長年県職員として県庁に勤務し、以前には石井町に参事として２年間出

向し、市町村自治体での勤務経験があり、地方自治体の行政とはどのようなものかという

ことは十分わかっていると思いますが、副市長に就任して２カ月しかたっていませんが、

阿波市の現状を、広域行政も含めてですけども、どのように把握し、またどのように認識

されたのかということをお聞きいたします。 

 それと、第２点に、さきの衆議院選挙において、民主党の圧勝により政権交代が行わ

れ、今までのような国と県と市の交付金による関係、また地方分権の進め方等々のいろん

な方策についてどのような変化が起こるかわからない状況ですが、そのような政治状況が

激変する中、どのような考え方でこれから市政に取り組んでいかれるのか。 

 また、阿波市の中に各種審議会、また研究会、勉強会等の多くの会がありますが、その

トップに大体副市長が座られると思いますが、審議会、研究会、勉強会を構成する市職員

の能力向上についてどのように指導されていくのかというこの２点をお聞きいたします。 

○議長（三浦三一君） 三宅副市長。 

○副市長（三宅祥寿君） ただいまの江澤議員の代表質問にお答えをさせていただきま

す。 

 まず、この阿波市に副市長として着任をしてどのように阿波市を把握し、また認識して

いるか。そのご質問でございます。 

 去る７月１日に副市長として着任をさせていただきまして、こちらに住所を移して阿波

市民の一人としてまず生活をさせていただいております。その率直な感想といたしまして

は、本当に緑豊かな農村地帯の中で人情味あふれる人々が生活している町だなと。それ

と、乳幼児医療、あるいは出産祝い金、また地域の自治会、そしてまちづくり団体へのき

め細かな支援、助成金とかそういった支援を行うなど、本当に地域と人を大切にしている

町ではないかなと、率直な感想としてはそのように思っております。 

 そして、その中で阿波市行政がどういう状態であるかということでございますけれど

も、これ私の個人の認識といたしましては、平成１７年４月に新制阿波市が誕生して、そ

の後、皆さんご承知のように新しい庁舎の中で職員も初めて顔を合わす者もいる。そうい

う中で市政をつくり上げてきた。そして、国保税、あるいはいろんな公共料金の統一にも

大変なご苦労があったと聞いております。 

 それから、先ほどちょっとお話も出ましたけど、広域行政の中でもごみ処理の問題、そ

ういったいろんな苦難を乗り越えてこの４年が経過をした。まさにそれから、これからの
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発展を目指していく非常に大切な時期であると。そういう時期というように私は感じてお

ります。 

 そういう中で、一方財政面におきましても、非常に堅実な財政運営をされておる。ま

た、行政改革の集中改革プラン、これもしっかりと達成ができてきた。ただ、これからを

考えますと、平成２６年度末の合併特例債期限までにどういうような大きな事業を組み込

んでいくのか。また、阿波市の総合計画を推進する上で財政との健全性をどうやって両立

させていくか。そして、先ほど月岡議員からもいろんな環境問題のご質問もございました

けれども、これからの時代を考えれば、環境面、あるいは消費者行政、食の安全・安心等

そういったものとか、本当に住民の方々のいろんな行政ニーズが出てまいります。そうい

うニーズにこたえるような阿波市の組織体制づくり、そして職員の資質向上、そういった

いろんな課題があると思っております。 

 それと、市の全体の発展に向けて、やはり一番気になったのは、しっかりとした産業を

つくって、若い人が定着していただけるようなそういった市政を目指していかなければい

けないなと。これは私自身もできる限り取り組んでいきたいと思っておりますが、やはり

これからの阿波市を考えた場合に、若者が定着できる。あるいは外から入ってきていただ

ける。そういった阿波市をまずは考えていかなければいけないなと。もちろん福祉とか子

育て支援も需要ですけれども、そういう若い世代、それから小さな子供さん方、そういっ

たいろいろな方々があわせて住みよい状態をつくっていくというのが大事かなと思ってお

ります。そういったことで、いずれにいたしましても、この阿波市行政、これからたくさ

んの課題を抱える中で、私自身も職員の方々と一緒に、できる限りの知恵を出して、そし

て市長が皆様方に７つのお約束をしているということでございます。このお約束の実現、

そして阿波市の総合計画が着実に推進できるように、市長ともども誠心誠意努力してまい

りたいと考えております。 

 それからもう一点、今回の政治情勢が大変大きく変わる中で、どのような考え方で臨む

のかということでございます。 

 これにつきましては、先ほど市長からご答弁がありましたように、今非常に政権がかわ

る中で、具体的な状況というのはまだ見えていない。そういう中で、これから阿波市が独

自性を出していくため、まさに試される時期、そういった時期を迎えてくるのだろうと思

います。そういう中で、やはり我々事務をする者にとりましては、個々の事務事業がどう

いうようになっていくのか、本当に気になっているところではございますけれども、でき
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る限りいろんなチャンネルを使いまして、そういう情報もいち早く察知しながら、阿波市

としての執行体制が滞りがないように、そして市民の方々がそういったことで、市政の停

滞によるサービスの低下と。そういうことがないように十分肝に銘じて、できる限りの情

報収集を行って柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 

○３番（江澤信明君） 三宅副市長におきましては、阿波市に対して大変好印象持ってい

ただきまして、また住みやすい町、また行政的には、財政的にも健全に運営されていると

いうふうで、また職員の資質に対してもお褒めのお言葉をいただきました。 

 私は、副市長に期待したいのは、産業の育成、そしてまた若者が定着するようなすばら

しいまちづくりに市長とともに力を合わせていきたいというふうなお言葉をいただいてお

りますが、阿波市の職員の資質向上についてですけど、私は市長が副市長時代、また前の

小笠原市長の時代にも、阿波市の職員を外に出して勉強会とか情報収集の場に積極的に送

り出してほしいということを再三申しておりました。 

 私も、経済産業省とか農水省とか国土交通省の補助金とか、畑支援システム等のマニュ

アルがたくさんありまして、その都度高松のそういう合同庁舎とか県、それとか徳島県の

工業技術センターとか、そういうとこでそういうふうな支援マニュアルの説明会等があり

ましたが、私も時々参りますから、熱心な自治体は、その職員を派遣して勉強会等に、そ

ういう説明会も来られております。そしてまた、去年ですか、私高松の経済産業省のそう

いう説明会に行ったときには、隣の吉野川市の自治体の職員も来ておりました。ただ、そ

ういうところに阿波市の職員の方が来られたことは１回も見受けられなかったというふう

で、前の理事者の方々には、そういうところには情報収集と、そしてまたそういう支援マ

ニュアルみたいなのが、阿波市に向いた支援マニュアルというのがあれば、それを阿波市

独自の政策の中に組み込んでほしいとかというふうな提言しておりましたけども、そうい

うふうな情報収集。そしてまた、これから民主党の政権になれば、地方自治体に独自の政

策がとれるような、地方分権みたいな政策がマニュアルの中にたくさんございますので、

地方のやっぱり自治体の自治力、それがやっぱり試される時代が来ているんじゃないかと

いうふうな感じがしておりますので、そういう情報収集、そして勉強会等に積極的に職員

を派遣して、資質向上、また能力向上に努めてもらうようにお願いしたいと思います。そ

れについて、副市長のほうから、また県のほうのマニュアルみたいなものもありますの

で、それをどういうふうに有効的に利用し、また資質向上に生かしていくか、それだけを
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ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（三浦三一君） 三宅副市長。 

○副市長（三宅祥寿君） いろんな研修会等に職員を派遣し、資質の向上を図っていく。

本当に重要なことだと思っております。その中で、支援マニュアルというお話もございま

したけれども、やはり直接資質向上というのは、なかなか一朝一夕に身につくものではな

いかとは思いますけれども、いろんな資料に触れ、また考え方に触れ、他の団体がどうや

っているか。そういうのをみずからの肌で感じるということは本当に大事なことだと思っ

ております。そういうことで、できる限りのそういった機会をとらえて、職員の研修に努

めていただくように私もそういう面での市長への進言等もさせていただきたいなと思って

おります。 

 それと、やはり先ほど各種審議会等での委員長も務めるというお話がございましたけれ

ども、いろんな会で、私も自分がこれまでに得たことをできる限り職員の方々にお話も

し、また職員の意見も聞きながら議論をしていく、そういう機会をつくっていきたいと思

いますし、この２カ月間ですけれども、この２カ月間で庁内での会議が多分８回ぐらいい

ろんな会議があったと思います。それから、広域行政の幹事会、あるいは財団法人の会と

かいろんな会議に出席させていただきましたけども、やはりそういう中で私の考えも申し

上げ、また職員もそれに対して自分自身の考えも言っていただく、そういうやりとりの中

で少しでもまた参考になるものを得ていただけたらありがたいし、ただいまの議員のよう

ないろんな機会を通じての研修、そういったものもあわせて市全体のレベルアップが図っ

ていけたらなと考えております。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 

○３番（江澤信明君） ぜひそういうふうな機会を多く職員の方々に与えていただきまし

て、自治体の行政能力アップにつなげていっていただきたいと思っております。 

 それでは、２番目の市庁舎建設について質問させていただきます。 

 野崎市長は、６月議会におきまして、吉川議員、原田議員の阿波市の新庁舎建設につい

ての代表質問に対し、合併特例債が使えるタイムリミットの平成２６年度が迫っており、

庁舎建設の基本計画の作成と建設用地の選定作業を進めていかなければならないと答えて

おります。そして、建設用地については、本年度末までに選定作業を終えるとも答えてお

ります。そのためにも、市庁舎建設市民懇話会を開き、庁舎の現状の問題点や新庁舎の必

要性等々の資料を提供し、幅広く意見を聞き、討論をしていただき、その討論の中身を情
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報公開をしていくと答えております。 

 この阿波市の広報阿波の９月号に新庁舎建設市民懇話会の内容が掲載されております

が、市民はどこに建設するのかと最大の関心事になっておると思うんですが、この建設用

地についての議論がまだなされておらないように思われます。そしてまた、本会議冒頭に

安友監査委員のほうから、阿波市の財政健全化比率についての監査報告があり、おおむね

阿波市は健全な財政運営が行われていると報告がありました。 

 多額の費用を要する市庁舎建設に対して、財政的な議論もこの中にはまだ入っておらな

いように思います。そこで、市庁舎建設の市民懇話会が２回終わって、議論の中身はどの

ようなものであるかと。また、情報公開は十分であるのかということは担当部長にこれは

お聞きいたします。これはまた先ほどの稲岡議員との質問に重なっておりますので、簡潔

に担当部長のほうからお答え願います。 

 それと２つ目は、市庁舎建設用地選定に当たり、旧４町で調印しました合併協定への配

慮はどのようになされておるのかと。また、これからどのように配慮していくのかという

ことをお聞きします。これは市長にお答え願います。 

 それと、庁舎建設後に阿波市の財政指数がどのように変わるのかということは、これは

担当部長のほうからお答え願います。 

 この３点、質問させていただきます。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 江澤議員の代表質問にお答えをいたしたいと思います。 

 初めに、市庁舎建設についてでありますが、市民懇話会が２回終わって、議論の中身の

情報公開は十分であるのかということですが、この懇話会の情報公開についてでございま

すが、その公開方法につきましては、６月２９日開催の第１回市民懇話会において、会議

の情報公開についてということで、各委員に協議、ご確認をいただきました。そして、そ

の協議をいただいた結果、公開の方法としては、傍聴により行い、傍聴人の数は会場の状

況に応じて決定をし、懇話会の概要については広報阿波、ホームページ等で公開するとい

うことにいたしております。 

 現在、２回ほど懇話会を開催いたしましたが、その概要については、今議員からお話が

ありましたように、既に広報阿波８月号、９月号に掲載をいたしました。また、ホームペ

ージについても現在掲載しているところであります。今後も、細かい概要につきまして

は、できるだけお知らせできるものについては市の広報、またホームページを通して情報
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を発信してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 それから、３点目の建設後の財政指数がどのように変わるかということでございます

が、まず１点目として市の庁舎建設についてのまず財源でございますが、合併特例債を中

心に市町村合併推進体制整備費補助金、これは国の補助金であります。また、徳島県市町

村合併特別交付金、これは県の交付金であります。それから、今お願いして基金として積

んでおります市庁舎建設基金等を有効に活用する予定であります。 

 しかし、自主財源であります市庁舎建設基金以外は、さまざまな充当制限があります。

そういったことで、効率的かつ将来負担のかからない手法を持って使用しなければならな

いと考えております。 

 また、２つ目として、この合併特例債については、建設事業費のうち起債対象事業を算

出し、その９５％が借り入れ可能であります。財政措置については、借り入れ年度以降の

年度ごとに元利償還金の７０％が普通交付税の基準財政需要額に算入されます。よって、

毎年度３０％が市の負担となります。 

 また、３つ目として、例えばで申し上げますと、仮に合併特例債を庁舎建設事業に２０

億円活用した場合、償還を１５年、うち据置期間を３年としますと、またその金利を年

２％、元利均等償還でそういったものを当てはめてみますと、その２０億円を借り入れ場

合、利息も含め約２３億７，３００万円ほどの償還額が発生をいたします。最初の３年間

は利息のみの償還となります。影響が大きくなるのは、４年目から１５年目の元金償還が

伴う期間であります。その間の市の元利償還金は、毎年約１億８，８００万円ほどと見込

んでおります。そのうち、７０％が交付税措置をされます。純市負担額は３０％で、年間

で約５，６００万円ほどになろうと思います。 

 また、４つ目に庁舎建設事業に係る市の負担額を市の財政状況及び財政指数について反

映させますと、どのように変わるかについてでありますが、建設時には市債発行の増加に

より基礎的な財政収支は若干悪化しようかとは思いますが、これは一時的なものであり、

現行の制度が存続すると想定して試算しますと、実質公債費比率では０．５％、将来負担

比率では５．９％の増加要因となります。今申し上げましたのは、仮に２６年借り入れし

た場合の試算であります。 

 また、５つ目として、今後の財政見通しとしましては、庁舎建設事業以外の要素を加え

ますと、実質公債費比率、将来負担比率においても、今後の債務負担行為額の減少、交付

税算入率の高い有利な市債運用などによって市庁舎建設に係る増加ポイントが市全体の指
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数を押し上げるとは見込んでおりません。市にとって適正な借入額を設定しながら事業計

画を立て、施行することによって財政の健全化も維持できるものと思っております。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 市庁舎建設の第２番目の質問、江澤議員のご質問でございますけ

れども、建設用地の選定に当たり、合併協定への配慮というのはどういうふうに考えてい

るのかというご質問でございます。 

 建設用地の選定、本当に合併特例債のタイムリミットから考えますと、先般もご答弁申

し上げましたように、年度内に鋭意努力をしなければ、庁舎建設なかなか難しいんじゃな

いかと。このことについては、心はまるっきり変わっておりません。そういうことから、

建設用地の選定に至った経過、あるいはそういう、今言われるような場所的なもの、合併

協定書ですかね。このあたり再度合併協定書が結ばれた議事録がございます。何回も何回

も熟読して分析したわけでございますけれども、当時の状況を考えてみましたら、それぞ

れ各旧町の町長、議会議員の皆様、協定書に参加した議員様の意見、読んでみますと、平

成の大合併という大移動のもとに、庁舎なんていうのは小異じゃなかったのかなと。小異

を捨てて大同につく、そんな発言も相当出ているようです。そんな経過の中で、協定書で

は旧土成町の県道鳴門池田線沿いで確保し、建設にとりかかるという結論に至っているよ

うです。 

 ただ一方、あわ北合併協議会の議会で私発言しておりますけれども、今の総合対策の総

合計画ですかね、阿波市総合計画の基礎になった協定書がございます。計画書がございま

す。総合計画書ですね。わずか３７ページのもんですが、この中には公共的施設の統合・

整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮し、新たな公共施設を

設置する場合は、地域のバランス、財政事情等々を考慮して決めてくれと。これは再三申

し上げておりますけれども、協定書を結んだときの旧４町の町長、あるいは議会議員はご

承知と思いますけれども、総合計画の基礎になったあわ北合併協議会の総合計画書は、本

当に阿波の市民が皆さん承知しているという重みもあると思っています。 

 これから先、建設の選定に当たりましては、そのあたりの重要度、市民に対する影響を

与えないような形で選定をしていかざるを得ないのではないかと、かように私は思ってお

ります。 

 本当に選定まで日もございませんけれども、議員の特別委員会、あるいは庁内の検討委
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員会、今立ち上げております懇話会、本当にしっかりと意見を聞きながら、早く方向を決

めたいと思っていますので、何分ご理解とごご協力をお願いしたいと思っています。 

 以上、答弁終わります。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 

○３番（江澤信明君） まず、担当部長のほうに、先ほどの情報公開の件でございます

が、２回ほど市民懇話会が終わっておりますけど、この２回終わって今ケーブルネットワ

ークで傍聴の何人というふうに、傍聴何人までできますよというふうなテロップが流れ

て、先着何名様ということになっておりますけども、これ２遍市民懇話会して、傍聴人が

何人ぐらいおられたのかということをちょっとお聞きしておきます。そうしないと、傍聴

人がたくさんおられるから先着何名にしとんかなあというふうに私考えておりますので。 

 それと、庁舎建設後の財政指数のことですが、先ほどおっしゃっていた数字的には、今

聞いた限りでは極端に財政指数が悪化するということではないという、合併特例債を２０

億円使った場合のシミュレーションでしたので、その範囲内では確かに数字的には極端に

悪化するということはない。今、健全化法案の数値内に十分おさまるというふうなことで

すので、これは庁舎建設して、合併特例債を使ったとしても、十分いけるということで理

解しております。 

 それと、今の市長のお話の中で、合併協定に調印をなされた旧４町の町長がこの場には

おられませんし、また小笠原市長が、前市長はそういう調印の当事者でありましたけど

も、野崎市長はそういうふうな当事者ではございませんけども、やはり、今の段階ではあ

あいう答えしかなかなか言えないのかなあというふうには理解しておりますけども、ただ

その当時のやっぱり住民の思い、それとまた社会状況がこのように変わったということも

理解しておりますので、そのあたりを十分に配慮して用地選定には取りかかってほしいと

いうことでございます。ですので、これ以上深くお話を追及してどこそこというふうなお

答えはなかなか出ないと思いますので、住民の思い、そしてまた政治状況、また経済状況

の変化等々を考えて、住民の利便性が一番ということを考えて用地選定を行っていただき

たいと思っております。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 懇話会の傍聴人でありますが、１回目はここの本庁でしたん

ですが、たしか２名であったと思うんですが、多少出入りがありましたので、その上に新

聞記者さんが１名と。それから、土成のコミセンでした場合は、１名でありました。プラ
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ス新聞記者さんが１名というそういう状況でありました。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 

○３番（江澤信明君） 随分少ない傍聴人ですね。もう少しまた市民に対してＰＲして、

ぜひ傍聴へ来て、庁舎建設はこういうふうに進んでいるんだと。また、懇話会の中でこの

ようなお話ができているんだということをもっとＰＲに努めていただきまして、傍聴人で

あふれるような懇話会にしていただきたいと思っております。 

 それでは３点目、野崎市長に市長選での公約の今後の取り組みについてということをお

聞きいたします。 

 野崎市長は、４月の市長選において、市民とともにのスローガンで選挙戦を戦い、市長

に当選されました。市長に就任して３カ月がたちました。選挙戦を通じ、阿波市全域を歩

かれ、市民とまた触れ合い、また市民の声を聞いております。改めて阿波市のよいとこ

ろ、問題点がよくわかったと言っておられました。就任早々でありますが、多忙で時間的

に余裕がないと思われますが、市長と対話をしたいという市民の声、そして安心・安全な

まちづくり、子供、独居老人、弱者に対しての福祉政策、農業立市を目指して豊かなまち

づくりをするというふうな等々の公約、市民との約束事への取り組みについて、また先般

の衆議院選挙において、民主党が大勝をおさめ、戦後の政治を担ってきた自民党が下野を

するという中央政界の大激動を迎えて、市長に市政に対してどのような影響があるのか

と。こういう話の中で、市民との対話について、そしてまた公約実現についてどのように

取り組んでおられるのかと。中央政界の激変について、市長の考え方、行政の方向性につ

いて、これは副市長と重なりますが、改めて市長のお考えをお聞きしておきたいと思って

おります。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 江澤議員からは、市長選での公約と今後の取り組みということ

で、１点目、市民との対話について、あるいは公約実現にどう取り組むのか。３点目は、

中央政界の激変についての対応というか考え方という主な３点だと思います。 

 ご承知のように、市長選挙におきまして、私市民とともに歩み、公平・公正、クリーン

な市政の実現を目指してということで、市民の皆様の、多数の皆様のご指示をいただきま

した。 

 この中で対話でございますけれども、本当に就任してからまだまだ日がたっていませ
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ん、可能な限りそれぞれの会合に行ってあいさつしたり、あいさつだけで帰るんじゃなく

て、時間があればじっくりとお話を伺う。その対話の姿勢はいまだに崩しておりません。

こうした中で、本当に私うれしく思ってますのは、一番公約に掲げた農業立市、農業振興

についてですね。議員にも随分お世話になりまして、ＪＡの板野郡農協、これ部会が、メ

ロン部会とかいろいろ、ブドウ部会とか３０ぐらいあるわけなんですが、本当に議員のご

配慮によりまして、私の対話についての、部会長との対話について、本当に走り回って段

取りしていただく、それが４ＪＡにまさに広がっていっている。あるいは、農業関係の団

体、農業委員会、あるいは共済組合、ＪＡ、土地改良区、本当に役員の皆様、何も実は言

わないのに、呼びかけていただいて、早速これから先、定期的、定例的に阿波市の農業を

変えていこうよというような決議をいただいております。とにかく市長、担当の職員来て

いただいて、我々の話をとにかく聞いてくれというような条件、それを踏まえて恐らくこ

れから先、それに対する対応といいますか、予算的には来年度予算から動くんじゃないか

と思っています。部課長にはそれぞれの会でそのあたりをしっかり市民の話、対話の中身

を把握していただいて、それぞれしっかりした対応ができるように、この点については指

示をしてあります。 

 後、公約実現とダブるわけなんですが、今言われましたように、一夜にして本当に国の

政府、民主党の圧勝ということで、非常な激変をしています。稲岡議員、月岡議員の質問

にもお答えしましたように、地方分権、あるいは一括交付金、補助金から一括交付金等々

の金の流れの中で、職員はもとより、私もそうなんですが、職員はもとより議会の皆様、

あるいは市民の皆様、本当に国の動き、情報をしっかり分析していただきまして、阿波市

が今までどおり市民に対して非常に思いやりのある住みよい阿波市が築けるように政策面

でも努力して、激変が起こらないようにしていきたい、かように思っています。 

 特に先ほど申しましたけれども、まだ詳細については不明ですが、公共事業から福祉関

係、医療関係、特に子育て、あるいは農業の戸別所得方式ですかね、そんなところが、私

も長い間県庁の補助事業がこれにどっぷりつかったやり方をしてきた関係で、どうやって

本当にこれから先対応していったらいいのかなと。とても今の段階では想像、想定ができ

ないでおります。そのあたりも議員方のお知恵も、あるいはそれぞれ農協関係の団体の

方、職員の方の力もかりまして、勉強して一生懸命対応していきたいと、かように思って

おりますので、よろしくご協力をお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 
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○３番（江澤信明君） 公約実現に向けまして、市民と対話を時間が許す限りしていく

と。またそして、一番に市長が公約として上げられました農業立市、また豊かなまちづく

りに対しての後継者、またいろんに部会との話し合いをしていってということは、今お話

しいただきまして、これを十分これから市政に生かしていただきまして、豊かなまちづく

りに邁進していっていただきたいと思っております。 

 先ほど稲岡議員、また月岡議員がおっしゃっておりましたが、中央政界での激変という

のはまた、私は今度の選挙においては、今までの自民党政治ではだめだと。一度民主党に

任せてみようかというふうなことで政権が交代したわけであって、これからの民主党政権

の仕事自体でこの選挙の総括、または結果が明らかになると思っております。 

 また、今までの自民党政治がここ十五、六年の間に、政治的には大衆迎合のばらまき政

策をしたおかげで、日本国内では８１６兆円というふうな長期債務残高を抱えておりま

す。持てる能力を超えて歳出拡大を続けた結果がこの８１６兆円だと思っております。で

すから、今回の選挙におきまして、自民党、そしてまた民主党、各政党のマニフェストを

見ておりますと、これも大きな大衆迎合のばらまきのある程度の政策が並んだんじゃない

かなと思っております。 

 ですから、私は今後民主党政権にかわりまして、そして財源を踏まえた政策をしていた

だきたいと切に願っておりますし、また阿波市においても、その影響下は、国の台所が限

られておりますので、一括交付金というて、恐らく市のほうに、地方のほうにその交付金

が来ると思いますが、それがふえるというふうな考えは私は持っておりません。やはり財

源あっての政策でありますので、これから今後いかに市のほうの政策能力、またそういう

ふうな財源に対しての厳しさ、そういうものがあって初めて阿波市の健全経営ができると

思っておりますので、その辺を改めて市長のほうから、甘い考えではなしに、恐らくこれ

から自民党と同じような感じで、ただ形が変わるだけの交付金かもわからん。そういうと

ころを踏まえて、これから市の市政運営をやっていきたいというふうに思っておりますの

で、市長のほうからその辺のところの覚悟をお聞きしておけばと思っております。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 政権かわって一括交付金、本当にふえるのか減るのか、これも定

かでない状況、まさに権限が地方に譲られるという状況の中で一括交付金、マスコミ等に

よりますと、本当に自由裁量権が市、町にゆだねられるというふうな感じはいたしますけ

れども、江澤議員言われるように、職員一同、本当に必死になってそのあたりを勉強しな
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がら事業についてもめり張りをつけて、しっかり市民のために役立つ事業はしっかりとや

っていくというようなことを頭に置きながら、予算の確保等々に努力しながら適正な執行

に努めていきたいと思ってます。 

○議長（三浦三一君） 江澤信明君。 

○３番（江澤信明君） これで私の代表質問終わります。 

 ただ、今回の政変については、期待もしておるかわりに、これからの財源問題、そして

長期的に見てすばらしい中央政界になっていただけるように、また民主党も頑張っていた

だきたいし、これから自民党も再生していただきたい。それを踏まえて市政は本当に各皆

さんの能力を高めていただいて、立派な市政運営をしていただきたいと思っておりますの

で、今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（三浦三一君） これで、阿波清風会江澤信君の代表質問を終了いたしました。 

 次に、５番笠井高章君の一般質問を許可いたします。 

 笠井高章君。 

 

○５番（笠井高章君） ５番笠井高章。議長の許可を得ましたので、一般質問をさせてい

ただきます。 

 私は、大きく分けて阿波市総合庁舎建設について、学校教育施設について、大きな２点

を質問いたします。 

 まず最初に、市民アンケート実施について。平成の合併促進法によりスケールメリッ

ト、財源確保のために全国自治体では３，２３２あった市町村から１，４７９に減少し、

平成２２年３月３１日には１，７７５に。徳島県でも約半分の８市１６町村、２４市町村

になり、４市４町が合併により新しい町として誕生している。阿波市も１７年に合併して

からはや４年が過ぎようとしているが、今市民の間では庁舎建設のあり方について話題と

なっている。 

 全国の合併した市町村でも、新庁舎に踏み切った町は限られていると伝え聞く。また、

県内の市町村でもまだ建設するという情報は伝わってこない。合併で厳しい財源状況に変

わりなく、既存施設の有効利用を続けられている実情では、阿波市では６月２５日に新庁

舎建設懇話会が設立され、建設するという大前提のもとに質疑、議論がなされている。委

員構成を見ると、一番利用する多くの市民の意見が反映されていないように思う。１８名

の委員のうち公募による委員は各地区１名ずつ４人の構成となっているが、市民の意見を
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聞くには少ないように思われる。もっと公募による委員を選任して、よく意見を反映すべ

きだと。 

 建設に伴う費用ももとは市民からの税金で充てられている。行政側から決め議論をする

のではなく、多くの市民の意見の声を反映するためにも、まず市民の目線である庁舎建設

についての意見を聞くべくだと思う。 

 さきの１２月議会から、同僚議員から質問で何回となく市民アンケートの実施を質問し

ているが、改めて質問するが、広く意見を反映させるためにも、方法はいろいろあると思

うが、建設についてのアンケート、または自治会等への概要説明を実施する考えはあるの

かないのか質問いたします。 

 ２番目、本庁方式による支所のあり方について、合併以来、阿波市では市民の便宜を考

え、市内３カ所に支所があるが、さきの１２月の同僚議員の答弁では、行財政改革を実現

するために、本庁方式による行政運営を行い、行政拠点の集約化による職員の数を削減を

図り、支所の窓口を対応策では、市民の便宜を図るためにも、行政サービスワンストップ

窓口として設置したいとの答弁があったが、今阿波市では急速に高齢化が進んできてい

る。少子化、高齢化が進む中で、市役所の要件に来るにも、車以外でお年寄り、徒歩で来

る人、自転車、バイク、タクシーなどを利用する、これらの弱い立場の市民の立場や便利

性を考えた場合、支所を利用する市民の立場に立って支所機能を考え、行政の費用対効

果、行政改革なく考えるのはいかがかと思う。 

 昨年の１年間で市民窓口に来た窓口業務に、各支所ごとにいかほどの件数になるのか。

これらの件数を踏まえ、支所の機能、存続について、さきの１２月の答弁どおり、本庁方

式にワンストップ窓口業務を理事者は考えると答弁いたしました。答弁よろしく。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 笠井議員の庁舎建設についての中で、１点目の市民アンケー

トの実施についてというご質問でありますが、ご承知のように新庁舎建設市民懇話会につ

きましては、庁舎建設の基本的な方針や新庁舎に取り入れるべき機能に関することなどに

ついて、市民の皆様の目線に立った立場からご意見、ご提案をいただくために設置をいた

しました。 

 ただいま議員からありました懇話会での公募による委員が少ないのではという点につき

ましては、懇話会設置要綱制定当初は、一般公募、市内の関係団体及び学識経験者の１４

名構成で考えておりましたが、６月に開催されました市議会庁舎特別委員会の中で、若者
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世代が少なく、将来にわたって庁舎を利用する若者の意見が反映されない。そういったご

意見をいただき、市内関係団体から新たに若い世代の方４名を選任し、最終的に世代間の

バランスを考慮した１８名構成になったという経緯がございます。 

 既に２回ほど懇話会を開催いたしまして、会議の情報公開、検討体制、現庁舎の問題点

や必要性について協議をいただき、また委員の皆様より活発なご意見をいただいていると

ころであります。今後５回程度開催を予定しております。新庁舎に取り入れるべき機能

等、検討及び協議をお願いしたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

 先ほどもありましたが、この会議の概要につきましては、現在市の広報、ホームページ

等々で市民の方に広く公開をしているところであります。 

 また、市民アンケートの実施をしてはとのご質問でありますが、市民の方のご意見をい

ただく方法につきましてはいろいろ考えられると思いますが、やはり議員各位が住民の代

表であるという認識をさせていただいておりますので、本会議、また総務委員会、庁舎特

別委員会や市民懇話会などのご意見、議論を踏まえながら庁舎建設を進めてまいりたいと

考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 続いて、２点目の本庁方式による支所のあり方についてということですが、ご指摘のと

おり少子・高齢化が進む中、いろいろな方の利便性を考えたとき、また住民の皆様にとっ

て使いなれた身近な施設としての現在の支所を考えたとき、利便性は高いと認識しており

ます。そういった中、支所機能を今後どのようにしていくのか課題であると考えていま

す。 

 しかし一方で、現在の分散型による数多くの問題点も生じているところであります。行

政部門が各町に分散しているため、最初に来庁したところでは対処できず、別のところへ

と庁舎間の移動を余儀なくされており、市民の皆様にとって大変ご不便をおかけしている

と思います。支所窓口には限界があり、どうしても別の庁舎へ行かなければならなくなる

こともあります。現在、福祉事務所に用事があるときは市場支所、教育委員会に用事があ

るときは吉野支所、農業委員会は土成支所へ出向かなくてはならず、行政並びに市庁舎に

期待される大きな役割の一つであります効率的で機能的な行政サービスの提供ができてい

ない状況にあります。庁舎を統合することによって、市民の皆様にとってすべての用事が

１カ所で済ませることができることが利便性につながると考えます。 

 複数の行政サービスを一つの窓口で受けることができるワンストップ化をすることによ
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り、一連の申請、書類交付が一度の手続で済むようになり、市民の皆様にとって便利にな

るだけでなく、行政の側も業務の効率化が図られると考えております。 

 また、組織の分散化に伴う職員の庁舎間移動、いろいろそういったことについて今まで

議会の中でもご説明申し上げてきましたが、いずれにいたしましても新庁舎の基本的な機

能や支所機能については、住民サービスの根幹であると考えていますので、今後さらに議

会の皆様や市民懇話会などで協議、意見をいただきながら、市民にとって、また阿波市に

とっても最も有効な方策を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 なお、昨年１年間の各支所の市民窓口に来た来庁者数でございますが、年間を通した来

庁者数の調査は実施しておりませんが、短期間ではございますが、昨年の４月１４日から

２５日の平日を調査いたしました。１日平均で、阿波本庁では１３２名、市場支所では８

９名、土成支所では３３名、吉野支所では３３名となっております。この市民窓口での来

庁者については、主に戸籍、住民票の交付関係でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 笠井高章君。 

○５番（笠井高章君） 再問いたします。 

 市庁舎建設では、市民にとって関心の深い身近な問題ととられている。今我々議員が市

民の代表であるという認識の答弁内容であるが、議会議員、懇話会では審議、議論するだ

けでなく、一番の主役であり、これらを将来にわたり利用し、建設費を負担しなければな

らない市民の声を、今からでも遅くない。直接聞くアンケート等を実施し、庁舎建設に市

民の声を反映すべきだと思うが、市民アンケートを実施するのかしないのか答弁を求めま

す。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 笠井議員からは、再問ということで、市民アンケート、庁舎建設

について市民アンケートについてどうなのかという再問でございますが、部長お答えしま

したように、今回の市民懇話会につきましては、庁舎建設の基本的な方針、あるいは新庁

舎に取り入れるべき機能等々、本当に市民生活にとって庁舎がどういうものなのかという

ことを市民の目線に立った立場で議論していただいております。そんなところから、まだ

２回ですかね、懇話会。そのあたりを踏まえた上でアンケート等々また考えてもいいんじ

ゃないかなと。 
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 といいますのは、市民の皆様は議会の特別委員会７回やってますけれども、この中身も

まるっきり周知していない。あるいは、職員による庁内検討会、これも５回やって非常に

詳しく検討してますけれども、この中身も公開していない。今回の懇話会、今まで行って

きた検討委員会の資料がそっくりそのまま懇話会に出ています。そのあたりを１８名です

か、懇話会のメンバーの方がそれぞれ市民の目線に立って検討されている。検討された内

容については、広報あるいはいろんな広報媒体を使って市民のところへ届いていると考え

てます。そのあたりの状況を見ながらこれから対応していくべきじゃないかと。 

 というのは、逆に悪く言いましたら、市民の方知らないわけですよね。本当に知らされ

ていない中でアンケート、庁舎をやるのかやらないのかと。非常に失礼じゃないかなと私

は逆に思っています。そのあたり十分にご理解いただきますようよろしくお願いしたい

と。 

 特に、懇話会の中身、今まで庁内検討会の中身、私も議員にお聞きしましたら、特別委

員会のメンバーの方は承知している。ところが、庁舎特別委員会に入っていない方につい

ては、なかなか中身がご理解願えてない部分がある。これも私どもの一つの責任じゃない

かなと。懇話会が進むにつれて、庁舎特別委員会の皆様方のご理解がいただけるならば、

本当に議員全部に全員協議会等々をお願いして、本当に詳しく詳しくご説明を申し上げな

くてはいけないのではないかなと考えております。その節にはよろしくご理解、ご協力お

願いします。 

（１９番 原田定信君 退席 午後２時４３分） 

○議長（三浦三一君） 笠井高章君。 

○５番（笠井高章君） 本庁方式による支所のあり方について、ただいまの答弁による

と、本庁方式による庁舎統合化、職員の削減、効果的な行政運営を推進でき、しいてはよ

り充実したサービスになるとの答弁でしたが、市民が行政サービスを利用する場合、市民

が望むのは効果的な財政運営ではない。利用する便利さであり、答弁によると大部分の利

用者が市民窓口で主に戸籍、住民票、交付関係で、利用率が市場支所が３１％、土成、吉

野各支所が１１．５％、約半数の市民が各支所を利用していると伺えるが、本市は東西約

２２キロと長く、センターに建設しても１１キロとなる。本庁方式による支所機能を収縮

した場合、これからますます高齢化が進み、利用者の利便性を考えると、支所機能は市民

のためにも存続して、サービスの向上を図るべきだと思うが、その考えはあるのかないの

か質問いたします。 
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○議長（三浦三一君） 笠井議員にお伝えします。 

 再問なんで、質問漏れがありませんか。 

（５番笠井高章君「はい、はい」と呼ぶ） 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 支所機能は市民のためにも存続すべきであるということでご

ざいますが、このことにつきましても、いろいろ議会の皆様等のご意見、協議をいただき

ながら、市民サービスの観点からも慎重に結論を出してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 笠井高章君。 

○５番（笠井高章君） この項終わります。 

 次に、学校教育施設について。我が阿波市は教育の町としている。いろいろな方面から

教育に取り組んでいると思います。社会教育、生涯学習、学校教育、子供の基盤となる家

庭の教育、文化・スポーツを通じて心豊かにし、心身ともに健康であるための健康教育な

ど、多くの活動がなされています。さて今後、阿波市の教育をさらに発展させていく上で

いろいろなことが考えられますが、今回特に学校教育における施設・設備についてお尋ね

します。 

 これからの日本を支えていく子供たち、教育にかけることが多く、また期待もいたしま

す。そのような子供たちに教育環境を整わせたいと思いますが、阿波市の学校において

は、教育環境の一つである学校教育設備は十分なのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（三浦三一君） 森口教育次長。 

○教育次長（森口純司君） ５番笠井議員のご質問にお答え申し上げます。 

 ご質問のように、教育を行う上で教育環境が大切であるということは十二分に承知をい

たしております。非常に財政状況が厳しい中でございますが、教育施設・設備の充実に努

めているところでございます。 

 まず、教育施設の整備状況についてお答え申し上げます。 

 ご承知のように、本市の学校教育施設は、幼稚園９園、小学校１０校、中学校４校の計

２３施設ございます。このうち新耐震基準で建築されておりますのは、幼稚園８園と中学

校１校の９施設となっております。残る１４施設につきましては、平成１８年度に一次診

断を終了いたしまして、現在徳島県地震防災事業５カ年計画に基づきまして、もう既に小

学校１校の改築と、小・中学校各１校の耐震補強・大規模改造工事を実施をいたしており
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ます。平成２１年４月１日現在の幼・小・中合わせましての耐震化率は５４．９％となっ

ております。 

 児童・生徒の安全確保と災害時の応急避難施設となります学校教育施設の耐震補強につ

きましては、最重要課題ととらえておりまして、今現在Ｉｓ値０．３未満の倒壊の危険性

の高い建物から順次実施をいたしております。本年、土成中学校屋内運動場改築工事を現

在行っております。 

 また、本年４月、国におきまして経済危機対策においてスクール・ニューディール構想

が提唱され、その構想に盛り込まれました学校の耐震化、エコ化、ＩＣＴ化や中学校武道

場の整備、理科教育施設の整備に積極的に取り組むべきであるとされております。 

 本市におきましても、この構想に取り組みまして、第２回定例会におきまして１幼稚園

と３小学校の二次診断の予算議決をいただきまして、既に診断業務については発注をいた

しております。 

 また、平成２２年度には土成小学校、市場中学校の耐震補強・大規模改造工事を予定を

しておりまして、これらの工事が完成いたしますと、平成２３年４月には６４．７％の耐

震化率となります。今後におきましても、早期の耐震化率１００％を目指しまして、耐震

補強事業を推進いたしたいと考えております。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 次に、設備についての主なものについてでございますが、ご承知のように平成１８年度

におきまして市内の６小学校と３中学校、また阿波っ子スクールに教育コンピューターを

５２０台導入いたしております。また、昨年度、ふるさと納税で１３０万円ほど納付いた

だきまして、その貴重な財源を小・中学校の学校図書の購入に充てさせていただいており

ます。また、毎年度、理科教育等整備事業を実施し、教材、教具の整備を行っているとこ

ろでもございます。 

 本年度には、小・中学校の各教室に２６５台の扇風機と市場、柿原、一条幼稚園にエア

コンの設置、またすべての幼稚園に地上デジタルテレビを４３台購入、また先ほども申し

ましたスクール・ニューディール構想のＩＣＴ化の推進のために、市内に残っておりまし

た４小学校と１中学校に２８２台のコンピューターの導入を計画いたしております。ま

た、すべての小・中学校にデジタルテレビ２２３台、また電子黒板につきましては各２台

ずつの導入をこれも計画をいたしております。 

 また、エコ化対策といたしましては、既に議決をいただいております土成中学校の太陽

光発電の導入、また今議会に提案いたしております吉野中学校、市場中学校、伊沢小学校
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の太陽光発電の導入といったものを予定しております。 

 こういったことで、財政状況は非常に厳しい中でございますが、学校現場等の要望に沿

った学校施設、設備の充実に努めているところでございます。 

 以上、ご答弁といたします。 

○議長（三浦三一君） 笠井高章君。 

○５番（笠井高章君） 再問いたします。 

 特色ある阿波市の教育を進める上でどのようなことを考えているのか。また、どのよう

な施設・設備を考えているのかご答弁願います。 

○議長（三浦三一君） 板野教育長。 

○教育長（板野 正君） 笠井議員の再問にお答えいたします。 

 特色ある阿波市の教育を進める上でどのようなことを考えているのかというご質問でし

た。また、それをするに当たっては、施設・設備はどう考えているのかということでござ

います。 

 私たち教育委員会には大変重要なご質問をいただいたと思っております。特色ある阿波

市の教育をと申しますと、子供たちが、子供たちの将来にとにかく役立つ教育を今後もさ

らに進めていきたいというふうに考えておりまして、現在阿波市として誇れる教育、それ

はもう以前から申しておりますように、小学校１年生からの英語教育です。実は、この７

月に、徳島県の教育委員会教育長、教育委員長を含め、６人の教育委員全員、そしてまた

県の教育委員会学校政策課長を含め５人総勢１２名の方が午前中は八幡小学校、午後は久

勝小学校、その２校を一日かけて、英語活動の状況を見ていただきました。過去には、教

育委員会ではこのような大がかりなと申しましょうか。視察訪問したことはありませんと

いうふうに聞いておりました。訪問されました方々は、その英語活動の状況を見られて、

大変すごいことをやっているなというふうなことで大変関心されております。 

 また、当時三好教育委員長様からは、お手紙をいただいておりまして、その中にも英語

活動のすばらしさ等感動がつづられておりました。阿波市内すべての小学校が今現在、順

調に英語活動が進められております。 

 さて、ご質問のお答えでございますけれども、英語活動を大事にしながら、さらに阿波

市の特色ある教育を考えていくために、前回も申し上げましたが、１０年先を見据えた阿

波市の教育の振興計画をつくるということで、その今計画をつくるための組織づくりの準

備にかかったところでございます。この計画の中に特色ある教育を盛り込んでいきたいと
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いうように考えております。その中で施設・設備も考えていかなければならないというよ

うに考えます。 

 今回、スクール・ニューディール構想の中で、各校に電子黒板を配備したことは、これ

からの教育に本当に大きく役立つものと思っております。今後も、子供たちにとにかく夢

や希望が持てる教育を展開していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 笠井高章君。 

○５番（笠井高章君） 私は、これで一般質問を終わります。 

○議長（三浦三一君） これで５番笠井高章君の一般質問が終了いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

            午後２時５９分 休憩 

            午後３時１５分 再開 

○議長（三浦三一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、１０番阿部雅志君の一般質問を許可いたします。 

 １０番阿部雅志君。 

 

○１０番（阿部雅志君） ただいま議長の許可をいただきましたので、１０番阿部雅志。

一般質問をさせていただきます。 

 私、このたび大きく３点についてお伺いしたいんですが、まず第１点に農業政策につい

てであります。農業政策については、小さく休耕田対策、また担い手対策についてでご答

弁をいただきたいと思います。 

 このたび春の市長選挙において、野崎市長、マニフェストの一番頭に農業立市、農業の

活性化に取り組むというようなマニフェストのご公約でございましたので、私も専業農家

の一後継者として頑張っておる、えらい力強い公約をいただいたなあと思って勇気づけら

れましたんで、そこでどのような農業政策について考えを持っておられるかお伺いをいた

したいと思います。 

 農業市阿波市は、最大の野菜、果物の生産産地であります。農業算出額も県下で恐らく

トップでないんかなあと。農家戸数、また販売農家戸数、耕地面積、いろいろ県下ではト

ップクラス、一、二番で現在もあると。最近、私らも車でよく通るんですが、見よったら

大分遊休農地、荒廃田というのですか、そういうような耕作放棄地というようなんが多分
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に目につくんでありますが、本市においても例外ではないと思います。価格の低迷から始

まって高齢化、または担い手不足とそういうような要件がかんで、非常に耕作放棄地がふ

えていきよんでないかなと。 

 この前新聞で全国の耕作放棄地が２８万ヘクタールあるらしいんで、全耕作面積、日本

国土の耕作面積の６％、非常に大きな面積になっておるそうです。そのうち４割ほどが復

元できない本家の林野、そういうような荒れ地だそうで、食糧の生産を担う土地としては

非常に惜しい資源でもあると思います。 

 今後まだまだ高齢化、また経営難で本市も耕作面積が非常にふえるおそれがあると思う

んですが、本市の農業立市、市長が言われておる農業立市で農業所得は見込めて、経営が

維持できる環境というんですか、それを急がなければまだまだ農業立市、また活性化とい

うものは図れないんでないだろうかと。そこで、一つお伺いするんですが、この休耕地、

遊休農地等についてどのようなお考えを持って対策を講じられるのかお伺いをいたしま

す。 

 それと次に、２点でありますが、担い手対策でございます。現在、農業の高齢化と後継

者不足というものは、もう本当基幹的農業従事者のうち６５歳以上の方が約６割を占めて

いるということで、本市においても政策的な手当てをしない限り、後継者に裏づけのある

経営展望とか将来性、夢のある取り組みができないんでないだろうかと。そうしないと、

この後継者不足というのを減少には歯どめがかけられないと。ほかに、農業を目指す非農

家の受け皿、また都市と農村との交流を深めたりしながら、農商工の連携、地域ぐるみで

後継者の就農にどういうように支援をするか、取り組み。まだまだ市としても取り組んで

いく必要があると思いますが、若い人が本当に、これはしてよかったなというような農業

を、自分でこの職業を、自分のすばらしい選択ができる環境というのを市も、ＪＡも一緒

になって取り組んでいただいたら、少しは違うんかなと。本市の農業をさらに発展させる

ためにも、担い手育成というんは不可欠でなかろうか。 

 ちなみに、本市の２０年度の新規就農者は、二、三日前農政課で聞いたんですが、２０

年度で１１人だったそうです。このような状態では、農業の、農業立市、また活性化には

なかなか難しいんかなと。こういうように思うんで、第１点の休耕田の対策と担い手の対

策について、市長どのようなお考えを持っておられるかお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） それでは、農業政策についてということで、阿部議員の
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ご質問にお答えいたしたいと思います。 

 まず１点目、休耕田対策についてでございます。農地につきましては、農業生産にとっ

ては最も基礎的な資源でございます。食料の安定供給についてとっても重要な基盤である

というふうに思っております。また、多面的な機能も有しておるところでございます。そ

の有効利用を図っていくことが必要であります。しかしながら、現在農業従事者の高齢化

とか労働力不足等により耕作放棄地は年々増加する傾向にあります。今、耕作放棄地の問

題につきましては、全国的な大きな問題ともなっております。 

 それで、阿波市における耕作放棄地の状況につきましては、昨年農業委員会のほうで現

地調査をしていただいております。それで、その内容といたしまして、耕作放棄地内で直

ちに耕作することが可能な土地及び直ちに耕作することはではないが、基盤整備を実施す

れば利用できる土地を合わせると、およそ市内で８５ヘクタールぐらいを確認いただいて

おります。ただ、このほかにも森林原野化している復元不可能な土地もかなりあると思っ

ております。 

 それで、耕作放棄地、また遊休農地とも言っておりますけれども、一たん遊休化した農

地は、年数を経るごとに農地性を失います。耕作可能な農地として利用できるのは、遊休

化した後、２年ないし３年ぐらいが限度であるとも言われております。それ以上が過ぎる

と、抜根、木の根を取ることや整地などで過大な復旧工事が必要となります。農業委員会

経営上の費用対効果の上からも、なかなか引き合わないというふうな現状になろうかと思

っております。 

 それで、阿波市におきますところの耕作放棄地の解消の取り組みといたしましては、先

ほど申しましたように農業委員会のほうにおきまして、毎年農地パトロールを行っていた

だいております。それで、平成２０年度はそのパトロールの中で耕作放棄地の調査を実施

をしていただいたところであります。そのデータにつきまして、阿波市のほうに阿波市担

い手育成協議会というふうな組織がございますけれども、協議会の組織に資料を提供して

いただきました。それで、協議会につきましてはその資料をもとにいたしまして、耕作放

棄地の所有者に対しての意向調査を今年度実施する予定にいたしております。その意向調

査の結果をもとにして耕作放棄地の解消への事業取り組みを進めていきたいというふうに

考えておるところでございます。 

 それと、耕作放棄地をなくしていくには、実際に耕作放棄地になっておる農地を復元す

る取り組みも重要でございますけれども、それ以外にも支援センター等とも協力しなが
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ら、地域の実情に合った新規作物の導入や地域としての独自性を生かした、高齢者に対し

ても生産可能であったり、また管理、栽培方法の導入等を図る方策はないかというふうな

ことも考えていく必要があるというふうに思っております。 

 また、景観作物の栽培の推進とか市民農園、学童農園的なものへの活用も一つは有効な

手段でないかというふうに思っております。市といたしましては、今後におきましても、

できるだけ耕作放棄地をなくすような取り組みを進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 続きまして、担い手対策についてご答弁をさせていただきたいと思います。 

 本市の農業を取り巻く状況につきましては、さっきも申しましたように、非常に厳しい

ものがございます。それで、本市の農業経営形態につきましては、農業者の減少に伴い、

専業農家から兼業農家へ移行する傾向がございます。また、販売農家が減少し、自給的農

家が増加している状況もあるのではないかというふうに思っております。 

 阿波市の農業の担い手の組織としては、農業後継者クラブがございます。後継者クラブ

につきましては、土成町に１組織、市場町に３組織、阿波町に１組織の計５つの組織があ

り、活動の中で後継者の育成等にも努めていただいております。市もこの組織に対しまし

て、活動の補助金を出して支援をさせていただいております。 

 さらに、認定農業者につきましては、現在５３８名というふうなことで、県下の第一位

の認定数であります。 

 阿波市の担い手育成の中で中心的な組織というふうなものにつきましては、阿波市担い

手育成総合支援協議会という組織がございます。協議会につきましては農業委員会、また

ＪＡ、共済組合、農業支援センター及び市の農政課が一緒になり組織された組織でござい

ます。それで、新規就農者の育成指導とか認定農業者担い手の育成事業、さらに経営改善

の指導等に取り組んでおります。農業情報の発信を行い、農業の活性化を図るべく事業を

実施しているところでございます。 

 また、農業者育成支援のうち、農業経営基盤強化についての考え方についてであります

けれども、水田農業や畑作農業などの土地利用型農業については、世代交代等を機会にし

て、農地の流動化による担い手への面的集積を進めることで生産性の高い農業者の育成を

推進していきたいというふうにも思っております。 

 また、施設園芸型農業につきましては、コストの削減に向けた施設の改善とか、ブラン

ド強化が必要でないかというふうにも思っております。ＪＡさん、また農業支援センター
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などの関係機関と連携を図りながら、産地力強化にも努めてまいりたいというふうに思っ

ております。市といたしましては、今後におきましても担い手の育成、確保については、

阿波市担い手育成総合支援協議会を中心に、また農業後継者や認定農業者と連携を図りな

がら、国、県の補助事業を活用した事業の取り組みを行い、もうかる農業、生計を立てる

ことができる農業を目指して、農業環境全体について整備を図っていきたいというふうに

考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 阿部雅志君。 

○１０番（阿部雅志君） 今、部長のほうからご答弁をいただきましたが、休耕田、遊休

農地については、いろんな施策があると。先般、農業新聞ですか、山梨県、長野県は遊休

農地を、都市型だからできるんでしょうが、市民農園として市が一たん地権者の方から借

り上げをして、これで市民農園に、１０アール当たり１０筆ぐらいに分けて年幾らとか、

それから学童農園とか、学校の近くだったら学童農園に市のほうが借り上げして学童に、

食育でなしに農業の教育ですかね、これをするとか。そういうような行政も多分にあっ

て、少しずつ休耕田とかが解消になると。そういうようなことが新聞に出されていまし

た。今、ちょうど農産物の単価がこれ以上下がったら、恐らくますますもえていく、これ

には休耕田をなくするっていうのは、多分さっきの稲岡議員が前段で申し上げましたよう

に、一つ何か阿波市独自のブランド品を、阿波市これじゃというて、例えば宮崎の大陽の

卵というマンゴーがあるわね。あれだったら、宮崎と言うたらマンゴーかなあって、そう

いうような感覚で、阿波市にしかこれはええもんはとれないというようなブランドをやっ

ぱり選定していくんも、休耕田をなくす一つの方法ではないんかなあとは思うんですが。 

 それと、今の担い手ですが、担い手協議会というのは具体的にどういうような協議をな

さっとんか、そこら辺がちょっとわからんのんで、もう一度そこら辺ちょっとお伺いした

いと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 

○産業建設部長（田村 豊君） 阿波市担い手協議会につきましては、先ほど申しました

ように、阿波市内の農業団体と県と市役所の農政課で組織された協議会でございます。 

 協議内容につきましては、認定農業者に対する農業指導、また担い手育成のための新規

就農事業の説明とか、またＪＡさんを通じて新規就農をされる方に対しての補助事業の紹

介とか、それと認定農業者が経営改善計画を立てる場合の経営改善に対する指導的なこと
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もいたしております。それで、この組織につきましては、阿波市の担い手育成の中心とな

る組織ではないかというふうに思ってますし、市からの補助事業の受け皿的な組織とし

て、担い手の協議会の中で直接、市に補助金がおりてこない場合は、県から担い手協議会

に補助金がおりて、それを一般農家に回すというふうな事業もございますので、阿波市の

担い手育成をするための中心的な組織、協議会でなかろうかというふうに認識しておりま

す。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 阿部雅志君。 

○１０番（阿部雅志君） 今、部長からご答弁いただきました。 

 補助事業づけのような感じに私受けとめたんですが、担い手の本当の協議会というの

は、これでなしにもう少し、担い手からこういうようなことが阿波市で協力頼めんだろう

かとか、こういうようにお願いできんだろうかとか、補助ばかりの話では、やっぱり自分

から進んで取り組むというんでなしに、人に助けてもらってばっかりではやっぱり農業前

へ進んでいかんのんでなかろうかと。もう一度、これ再々問になるんですが、市長のほう

へお伺いしいたいんですが、担い手、少し若い方の農業に対する考え方とか取り組み方と

いうのを一応、市長と雑談会でいいんですが、１回そういうような場を設けていただい

て、前に向いて農業に取り組んでいくという気持ちを、若い人の意見でひとつ聞いていた

だけたらと思うんですが、その点市長、総括的にこの農業政策について、最後のご答弁お

願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 阿部議員からは農業、今までの農業、補助づけ政策という言葉が

出ておりますし、あるいはブランドづくりをやったらいいんじゃないかという言葉も出て

ます。質問につきましては、休耕田、耕作放棄地なのかな。それから、担い手の対策等

と、いろいろ農業の一番問題になる言葉がどんどん質問の中で出ているわけなんですが、

私考えるのに、本当に農業というのは国絡みの政策の最大のものであると思っています。 

 何が原因なのかと言ったら、やはり高齢化に伴う担い手不足というのと、やっぱり所得

が完全に確保されない。この２つの問題じゃないんかなと考えてます。なぜかというと、

所得については、徳島県内でもしっかりとした、生産の合う作物については、ちゃんと担

い手がしっかり息づいている。例えば、阿波なんかの山王のブドウなんかはその例じゃな

いかなと思ってます。そのほかに、市外では鳴門の金時であるとか、あるいは少々所得減



- 91 - 

っているようですが、鳴門の大津のナシであるとか、それから沖洲のネギであるとか、そ

んなところはしっかりと農業経営やられているし、後継者もしっかりといる。では、何な

んでしょうかという結論になるわけなんですが、やはりこういう議題になるのが農業政策

じゃなくて、個々の各論なんですよね。各論に対してやはり政府が対応していっていると

いうところに大きな問題があるんじゃないかなと。 

 むしろ、大きな網を着せるというんですかね。今回、民主党さんが政権をとって、戸別

所得補償方式、このあたりは非常に私も悩んでいるところなんですが、うまくいけば本当

に自給率、今の４０％から５０％に上がるんじゃないかと思います。 

 じゃあこれからどうしたらいいのかって言ったら、やはり戸別所得方式、やはり青色申

告あるいは白色申告ですかね。あるいは法人化、申告やるんであれば。そういうふうな、

今阿部議員が言われましたような、自立した、本当に経営に目覚めた担い手、後継者が育

つ必要があるんじゃないかなと。そこを解決しない限り、今回恐らく個別所得方式もなか

なか農家のために金が出せないんじゃないかなあという気もします。そのあたりちょっと

先が見えない部分があるんですが、担い手の方、後継者の方、あるいは農協の、それぞれ

の４農協の部会の方、本当に車座集会だ、ひざを抱えて市長とお話ししたいという要望も

随分と出ておりますので、そのあたりの意識を何とか持っていただきたいなと私思ってま

す。 

 それを踏まえた上で、やっぱり農業関係の４団体、あるいは担い手、後継者、あるいは

農協の部会等々の話の中でブランドづくりであるとか、やっぱりもうかる農業というです

かね、そんなところの位置づけをしたいなと。特に、中山間の耕作放棄地ですかね、条件

不利地域って僕らも言ってますけれども、そういうところについては、なかなか所得補償

しても、これはなかなか所得補償にならんじゃないかなというところについては、ちなみ

に学校給食あたりの地産地消のための食材供給基地というですか、そんなあたり後継者の

方にもお願いして、したんであろうでも、多少のお金を出して、何とかやっていきたいな

と。 

 中山間であろうと、平地農業であろうと、何とか農家の方が本当に、所得補償というん

ではないんですが、生きがいのある農業をできるような格好して、そのためにはやっぱり

車座、ひざを交えてお話ししたいと。まあこんなとこでございますけれども、議員の方々

随分とお骨折りいただいて、担い手との対話集会、あるいは認定農家の方との対話集会、

あるいは農協の部会長あたりとの対話集会等々、本当にお骨折りいただいておりますこと
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について、こんなところからですけれども、厚くお礼申し上げたいと思います。これから

本当に一生懸命、そのあたりのお話を聞きながら、積極的に阿波市の農業立市を目指して

いきたいと考えています。よろしくお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 阿部雅志君。 

○１０番（阿部雅志君） 今、市長のほうからご答弁をいただきましたが、本当に阿波市

農業立市、徳島県下でも一位になるぞというぐらいの力強いお言葉を本当はいただきたか

ったんですが、担い手さん、またＪＡと、各種団体とはまた車座で話をして将来の阿波市

に、農業に対してこういうようにしていくという市長のほうから力強い言葉いただきまし

たので、この項はこれで終わりたいと思います。 

 次に、２番のインフルエンザ対策についてですが、前段、代表質問で月岡議員のほうか

らいろいろ質問をなされて、ご答弁を聞きました。また、教育長のほうからは、新しい２

万数千円というすばらしい体温計を早速に買って、緊急対策に備えるということでござい

ますので、私のほうからはもうこれ以上聞くことも余りないので、割愛をさせていただき

たいと思います。 

 次に、第３点の財政対策、これは先ほど前段でも皆さん気にはしておっしゃってたんで

すが、政権移行に伴う阿波市への影響ということについてですが、昨年ですか、阿波市議

員全部で国のほうへ、本県選出の国会議員に無堤地区の堤の建設とか、阿波パーキングエ

リアの高速道路の譲り合い路線とか、そういうふうなのを陳情したんですが、このたび新

聞またニュース等で、民主党政権になった場合は、公共事業を廃止、または見直しと、そ

ういうような記事をよく目にするので、これ本市も貴重な財産、生命を守るためにも無堤

地区は費用対効果と言うたらようはわかりませんが、どうしても無堤地区やいう、このご

ろのゲリラ豪雨だったら一気に水が上がって、一気になしになるって言うけど、災害があ

ってからでは遅いので、廃止、見直しという時点で、最悪になった場合でも、今後市とし

てはどういうような形で国のほうへ陳情するなり、どういうような形をとっていくのか、

その点、担当部長のほうでお伺いをいたしたいと思います。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 阿部議員の政権移行に伴う阿波市への影響についてというこ

とでご質問いただきました。 

 今、内容を聞かせていただきますと、いろいろ議員が東京へ行っていろいろ陳情されて

おります。それがどうなるかということでありますが、財政として全体的にとらえて、市
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への影響についてちょっとどういうような考えがあるかということで、私のほうから少し

答弁させていただきます。 

 今、議員からお話がありましたように、民主党の勝利によって政権移行期に入ったわけ

でございますが、民主党としましては政権発足後の平成２１年度の予算執行について、今

年度の補正（第１号）予算の１３兆９，２５６億円のうち、未執行分の予算の執行を原則

として全面停止する方針を固めたと報じられております。特に、補正予算に盛り込まれま

した景気刺激効果が薄いと判断したものを凍結するとも言われている中、本市において、

６月定例会において一般会計補正予算（第２号）に計上いたしました地域活性化・経済危

機対策臨時交付金６億１５万４，０００円については影響がないと考えておりますが、し

かしさきに言われておりました地方公共団体支援の地域活性化・公共投資臨時交付金の取

り扱いにつきましては、国からまだ正式な要綱も示されておりません。そういったこと

で、影響要素があろうかと考えております。 

 また、秋に招集されます臨時国会にこれらの見直しを盛り込んだ平成２１年度第２次補

正予算案が提出される見込みでありますので、各担当部局、部・課とも国、県からの情報

を早急に察知をして対応をしていかなければならないと思います。 

 また、国の新年度一般会計予算に関しましても、去る８月末に締め切られました各省庁

から概算要求額約９２兆１，３００億円を抜本的に見直し、国家戦略局設置後、政権公約

を盛り込んだ予算案が年内に閣議決定される予定であります。 

 本市においても、政権移行に係る当初予算である認識を各部局において認識をし、国の

補助事業、またそれらに係る県事業の動向を迅速かつ的確に把握をしていきたいと考えて

おります。 

 また、地方公共団体の当初予算編成の基準となる地方財政計画を確実に反映させ、市民

に対する事務事業の執行が円滑に行われるよう対応していくつもりであります。 

 月岡議員からもご質問いただきました。それぞれの部・課でまず情報収集をすることが

一番大切なんだと、そのように思っております。本市としましても、今後１２月議会、ま

た３月議会、新年度予算と、当然そういった影響があれば、いろいろ予算組みにもいろい

ろ変化が生じてくると思います。今申し上げましたように、特に情報収集に努めて、それ

に対しての対応をしていきたいと、かように思っております。 

 以上です。 

○議長（三浦三一君） 田村産業建設部長。 
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○産業建設部長（田村 豊君） 阿部議員からのご質問でございます。無堤地区なり高速

道路の工事のＪＡについて説明をさせていただきたいと思います。 

 無堤地区につきましては、吉野川左岸の阿波町伊沢市から勝命間の約２キロメートルが

無堤になっております。現在、吉野川の無堤地区の早期解消を求める要望書を再三国に提

出をさせていただいております。それで、現在この工事につきましては、本年８月に吉野

川水系整備計画が国のほうで策定をされました。その内容の中に勝命地区の築堤について

も計画に盛り込まれております。状況としては、今後１０年以内に事業に、工事に着手す

るというふうな内容でございました。 

 それで、今年ちょうど９月から堤防整備に向けた事前調査として測量に入っておりま

す。それで、現在測量にかかっておるんですけれども、議員心配の民主党に政権がかわり

ましたので、この予算がどうなるかにつきましては、担当課としても先行きは不透明では

ございますけれども、一たん計画はされておりますので、予算についてもこれから国に対

して十分要望なりをしてまいりたいというふうに考えております。 

 それと、徳島自動車道関係につきましては、これも譲り車線の工事が計画され、実施の

運びにはなっておりますけれども、こちらにつきましても、政権交代によってその予算が

どういうふうに変わるかというふうなことにつきましても、現在不透明でございます。一

たん計画された事業でございますので、市といたしましても、この事業につきましては国

に対して十分要望してまいりたいというふうに思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 阿部雅志君。 

○１０番（阿部雅志君） 政権交代によっていろいろ変わることはあると思いますが、市

民の安心・安全、それを念頭に置いて行政としての対応をお願いをいたしまして、私の質

問を終わります。 

○議長（三浦三一君） これで１０番阿部雅志君の一般質問が終了いたしました。 

 次に、１７番香西和好君の一般質問を許可いたします。 

 １７番香西和好君。 

 

○１７番（香西和好君） それでは、議長の許可をいただきましたので、１７番香西和

好、本年第３回の定例会での一般質問をいたします。 

 今回の質問は、大きく４点に分けて通告しております。第１点目は、福祉対策につい
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て。これは、難聴者支援事業である耳マークについてでございます。また、第２点目は、

重度心身障害者医療費、乳幼児医療費助成について。３点目が、子育て支援事業につい

て。第４点目は、市民憲章についてでございます。順次質問させていただきますので、答

弁される側におきましては、明快な答弁をよろしくお願いをいたします。 

 まず、難聴者に対する耳マークでございますが、このようなマークがございます。ご承

知のとおりでございます。このマークの意味につきましては、耳に音が入ってくる様子を

矢印で示し、一心に聞き取ろうという意味合いのマークというように解釈されておりま

す。 

 それで、難聴者に対する理解と配慮のための耳マークについて、聞こえない、聞こえに

くいと日常生活の上で人知れず苦労をいたします。聴覚障害者は、障害そのものがわかり

にくいため、誤解されたり不利益なことになったり、危険にさらされたりするなど、社会

生活上で不安は数えしれなくあります。聞こえないことが相手にわかれば、相手はそれな

りに気遣ってくれます。目の不自由な人の白いつえや車いすマークなどと同様に、耳が不

自由ですという自己表示が必要ということで考案されたものが耳マークでございます。こ

の耳マークを現在、阿波市において設置している場所があるのかないのか。もし設置され

ている場所があれば、場所を教えていただきたいと思います。 

 また、設置ができていなければ、市として一日も早く公共施設等に設置をしてはどう

か、まず、お尋ねをいたします。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 難聴者の支援事業である耳マークでございます。現在、阿波市においての実態でござい

ますが、阿波市公共施設等につきましては設置をいたしておりません。また、事業所、福

祉施設、医療関係団体につきましても、聞くところによりますと、設置はしていないよう

でございます。阿波市の視覚障害者につきましては、現在身体障害者手帳を約２，７００

名程度ございますが、そのうち聴覚障害につきましては約３００人程度が障害者手帳を所

持しております。その他に、聴力の衰えた高齢者、話すのにやや不便を感じる方も多数お

いでと聞いております。 

 続いて、公共施設等に設置をしてはどうかでございますが、聴覚障害者の方々にコミュ

ニケーションの円滑化を図るために、現在９月２日付で社団法人全日本難聴者・中途執失

聴者団体連合会に耳マーク利用申請をしております。利用許可が下り次第、各福祉事務所
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窓口に耳マークの表示板を設置し、本人の筆談等によります情報伝達を行いたいと思って

おります。また、本所、各支所につきましても順次設置したいということで、今月中を目

標にしております。 

 ほかに、阿波市におきましては、平成２０年度予算におきまして議会の議決をいただき

まして、障害者自立支援臨時特例交付金によります携帯助聴器の「ボイスメッセ」を購入

いたしまして、本所、支所各窓口に３３台設置をしております。また、視覚障害者のため

の拡大読書器を市場支所に２台、本所、各支所に１台ずつ設置をさせておりまして、障害

者のための利便性を図っておるところでございます。 

 また、コミュニケーション支援事業といたしまして、徳島ノーマライゼーション協会に

委託しまして、会合等につきましては手話通訳者の派遣事業を行って、その方々に聞きや

すい会合に役立っておるのが実情でございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） ただいま部長から大変に前向きな答弁をいただきました。そこ

で、県下でももう既に設置している市町村がございまして、県庁はもちろん設置しており

ます、県の施設。それとか阿波銀行、徳島銀行、それとか徳島ゆうちょ銀行とかの徳島

市、小松島市、上板町、そういうところでこの耳マークの設置がされております。今、部

長も早急に設置してくれるということでございますので、できればこの本所から順に、各

支所に設置、いくいくは公共施設等にできるだけ数多く設置をしていただきたいと思いま

すので、これの質問に対しましては大変前向きな答弁いただいたんで、これで終わりたい

と思いますが、この難聴者への理解の不足のためにこういう耳マークの設置をするという

運動でございまして、障害者本人につきましては、先ほど言いましたように、日常生活の

中で不利益を感じられる場面は数多くございます。 

 例えば、銀行や病院といった公共性の高い場所においても、音声のみによる呼び出しの

ため聞こえず、長時間待ち続ける場合や、書類作成時に説明が聞こえず、必要以上に時間

を要したり、特に大事なのは、震災や災害時に安全な避難やその後の救助活動の内容が理

解できないなど、生命にかかわることから、日常のささいなことまで数えれば切りがあり

ません。 

 障害者があっても、年齢が高くても、人間にはさまざまな力が眠っており、それをとう

とび、引き出して、みんなが支え合う社会づくりに努力されるよう要望するとともに、一
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日でも早い設置をお願いして、難聴者支援の耳マークの質問を終わります。 

 それから、第２点目でございますけれども、重度心身障害者の助成の方法についてでご

ざいます。 

 重度心身障害者医療費、乳幼児医療費の助成について、重度心身障害者、乳幼児医療費

への一部負担の助成が平成２０年２月１日より償還払いに変更になりました。これまでの

受領委任払い制、現物給付で患者の窓口負担がゼロであったものが、このたびの変更によ

り整骨院での施療については、助成部分を患者が一たん支払い、領収書を発行してもらっ

て市町村役場へ行き、後日銀行口座に振り込みにて支払いを受けることになっておりま

す。この制度は、社会的弱者、子育て支援の施策であり、その趣旨に逆行しているのが現

状であります。 

 県下におきましても、徳島市は既に受領委任払い制になっており、各自治体もその方向

で取り組んでおります。そこで、阿波市におきましても、この重度心身障害者、乳幼児医

療費の整骨院での支払い、現在の償還払いをもとの受領委任払い制度に変更してはどう

か、この点をお伺いいたします。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員の福祉対策の２点目、重度心身障害者医療費、

乳幼児医療費の助成についてのうち、整骨院への施療についての受領委任払いに変更して

はどうかというご質問にお答えしたいと思います。 

 議員の質問にありましたように、現在は償還払いが実情でございます。これは、患者に

とって非常に不便なものと私ども考えております。そのため、６月２３日、県接骨医師協

会のほうから、償還払いから受領委任払いに変更の要請書が紹介議員を通じてございまし

た。慎重に協議をしているところでございます。平成２１年４月１日現在の助成対象者に

つきましては、重度心身障害者が１，１４５人、乳幼児につきましては３，７５０人とな

っております。このうち平成２０年度の柔道整復師の利用実績につきましては、重度心身

障害者が１６２件、乳幼児が１２０件、この方がそれぞれ償還払いということで立てかえ

て、領収書を持って社会福祉課のほうへ参っておるのが実情でございます。この利用者の

不便さを解消するために県接骨医協会の趣旨、利用者の利便性を考えまして、２２年４月

１日から受領委任払いに変更するべきという内容で今準備を進めておるところでございま

す。この準備のためには、それぞれシステムの変更等がございますので、できましたら平

成２２年４月からという、阿波市の接骨の医院さんが９医院ということでございますが、
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同じ利便性を考えますと、県下一斉の接骨師さんが利用できたらいいのでないかというこ

とで、県下の接骨師全体を対象にした受領委任払いをしたいと思っておりますので、ご理

解をお願いしたいと思います。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） この質問に対しても大変前向きなご答弁をいただきました。 

 実は、徳島市は既にやっているんですが、同じ時期に、先ほど６月２３日ということで

お話があったんですが、小松島市なんかはこの１０月からやるような方向を聞いておりま

す。また、この変更するに当たっては、システム変更とか予算的に１００万円ぐらいかか

りそうなお話もしておられました。先ほどお願いしたように、弱者の救済のためにこうい

う手間のかかる償還払いを委任払いに一日も早く変更していただきたいのですよね。でき

れば、ただいま２２年４月１日からやってくれると答弁があったんですが、これは１カ月

でも２カ月でも早く実施できないか、再度この点だけ答弁願えますか。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員の再問にお答えしたいと思います。 

 ２２年４月１日より以前にできるだけ患者負担を軽減というご趣旨でございました。目

標を２２年４月を準備、規則等の改正もございますし、今現在、手前みそでございます

が、いろいろの準備がございますので、できましたら２２年４月１日で施行したいと思っ

ております。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） できるだけ、一日も早く変更をしていただきたいと思います。 

 それでは、３点目の質問に入ります。その前に、子育て支援に関連しての質問をいたし

ます。 

 これは、妊婦の無料健診についてでございますが、この公費助成について、妊婦が一度

も妊婦健診を受けずに陣痛が始まって初めて産院に駆け込む飛び込み出産事例が年々ふ

え、これ都市部ですね。社会問題化しております。死産や未熟児、感染症などのリスクを

抑え、母体、新生児とも安全に出産できるようにするには、１４回程度の受診が望ましい

と、これも厚労省が先般で発表になりまして、今や全国的に１４回の自治体がたくさんご

ざいます。１５回のところもございますが、阿波市においても、つい最近まで、私もこれ
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提案したんですが、２回から５回になり、現在は１４回になっておると思います。この制

度も時限立法でございまして、平成２２年度末までとなっております、ご承知のように。

それで、いろんな社会情勢が変わって、時限立法の平成２２年度末までとなっているこの

１４回を、これが打ち切られる場合もあるかもわかりません。交付税措置で予算をつけて

いただいとんですが、それで市民の中にも心配、１４回が、例えて言えば９回になるかも

わからん。７回にまた逆戻りするかもわからんともいうお話も聞きますんで、ぜひともこ

の１４回のこの回数だけは維持できるように、また継続するように要望するんですが、こ

の点について答弁をお願いいたします。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員のご質問にお答えしたいと思います。 

 妊婦健診が現在１４回の健診補助をさせていただいております。約１２万円ぐらいと思

います。その継続性でございますが、国の時限で２年間ということでございますが、行政

の継続性を考えますと、また子育て支援の立場から考えますと、財政が許す限り１４回の

妊婦健診は継続していくべきだと私は思っておりますので、その点継続性を持続したいと

思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） 今答弁いただいたように、できるだけこの１４回という回数は

継続していただきたいと思います。 

 それでは、本来の子育て支援事業について質問いたします。 

 この子育て支援事業では、今回１２歳未満を小学校修了まで、議案第７４号ですかね、

提案になっとんですが、この今拡大する上になぜこんな質問するかと思われる方もおいで

るかもわかりませんけれども、今までの過去の例では、歴代のトップの方々は、いろんな

支援事業がございますけれども、どこの国にも県にも頼らない県下一のこの支援事業、子

育て支援事業をやっていくと常々こう言われておりました。特に、この乳幼児医療費につ

きましては、もう一番でやっていくということもございました。 

 それで、この質問をなぜしたかというと、市長はこういう話、質問前後しますけれど、

こういうあなたの理由がございますね。理由に、この公約が７点ほど上げられておりま

す。もっとこれ順位が上だったらいいんですが、６番目に、覚えてますか、子育て支援に

ついて。それで、なぜ私が言うかというと、この公約に、最近までもこういういろんな会
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合で聞いたことがあります。医療費は県下でトップでございます。これつい最近まで言わ

れておりました。 

 そこで、この乳幼児に関しては、助成を充実を初め、働く両親もあるんですが、子育て

支援の一層の充実を図りますと、県下一の。こういうような項目が載っておるんです、こ

れ６番目に。いずれの世界に対しましても、この子育て支援、少子化というのがこれ非常

に重要でございまして、大事でございます。先ほど阿部議員が言われましたように、休耕

地とか後継者不足とかいろんな形で後継者づくりとかつくるいろんな施策を講じておりま

すけれども、どんな世界にも後継者がいないというのは、大変な問題でございます。これ

は少子化に歯どめがかからず、子供を出産する数が少ない、子供が少ないからこういう結

果になっていると思うんです、これ。ですから私は、このいろんな事業がございますけれ

ども、これは優先順位で子育てのほうに予算をつけてやっぱり取り組んでいただきたいと

いうことを常々私も要望、要求をしておるわけでございます。この点をおわかりになって

いただきたいと思います。 

 それで、今は少子化対策については、国、県、市町村ももう重要課題、深刻な問題とと

らえ、大変厳しい財政上の中、さまざまな支援事業、助成事業を実施されております。少

子化の要因は何か、いろんな角度で調査、アンケート等がございますが、要約すると５点

ほど紹介いたします。まずは、妊娠、出産に係る負担、保育、就学前、教育に係る負担、

医療に係る負担、義務教育に係る負担、高等教育に係る負担等々がこれ上げられるんです

ね。結局は経済的な負担、お金がかかるから子供を産まないという結果が出ておると私は

思います。 

 また、国においてもこういう少子化対策のためにいろんな施策を講じておりますけれど

も、この国においては児童手当、出産育児一時金、これも今回増額されるような、市にお

いても３９万円ですか、そういう増額された金額で出ております。そしてまた、この乳幼

児医療費助成、妊婦の無料健診等があり、少子化対策に取り組んでおるのが現状でござい

ます。 

 本市においても、県下一とも言える、先ほど一番、一番と言われよりましたけれども、

一とも言えるさまざまな少子化対策の支援事業を実施しております。その大きな一つに乳

幼児の医療費助成制度、２００６年（平成１８年）、６歳未満の助成をその年度の１０月

に９歳未満まで拡大、２００８年（平成２０年）、９歳未満を２００８年１０月に１２歳

未満に拡大、そして今議会に、先ほど言いました議案第７４号で提案になっておる阿波市
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乳幼児等医療費の助成に関する条例改正では、現在の乳幼児医療費助成制度１２歳未満を

本年度１１月１日から小学校修了まで引き上げる内容でございます。このことは、先般の

徳島新聞にも掲載になっており、既に市民の中にも周知をされておる方がたくさんござい

ました。 

 それでまた、今回のこの乳幼児の医療費１２歳未満を小学校修了までに引き上げるにつ

いて、阿波市はこういうことを言われております。県が７歳未満から小学校３年修了まで

に拡充をしたのに合わせた措置と話されております。今回の引き上げに伴い、年間５７０

万円の負担増になるとも言われております。こういうことでございますので、この拡充の

上に拡充でございますけれども、中学校３年修了まで引き上げてはどうかお尋ねをいたし

ます。 

○議長（三浦三一君） 香西議員に申し上げます。 

 福祉対策の問題について回数が超えておりますので、質問漏れはございませんか。 

 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） ほなさっきの答弁もらえますか、中学校のあれまでの。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員の福祉対策のうち、子育て支援事業で乳幼児医

療費の１２歳未満を拡大して、義務教育修了の中学校まで助成してはどうかということで

ございます。 

 議員ご質問のとおり、９月議会に条例改正をお願いして、１２歳学年修了までの医療費

助成をお願いしておるところでございます。この理由につきましては、２１年１１月より

県の補助対象が小学校３年修了まで拡大されること。県の補助対象額が２分の１あるとい

うことでございます。それで、１２歳の学年修了の年齢到達にしますと、後の方が不利益

をこうむるということで、学年修了までお願いするようになっております。 

 議員ご指摘の中学校学年修了までにいきますと、財政負担が１学年当たり１，１５０万

円ということで、３，４５０万円、それに事務費が１００万円程度、これはシステムの組

みかえ等が必要となっております。計３，５５０万円程度必要かと思っております。これ

は、阿波市におきましては所得制限がございません。県の補助対象につきましては、所得

制限ということで、大体７５０万円、所得額で５５０万円以上あれば所得制限にかかりま

して負担がかかりますが、阿波市におきましては所得制限をなくしております。今１２歳

修了まででいきますと、全体で、２１年の見込みでございますが、１億３，８００万円程
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度、そのうち市の負担が１億４６０万円程度でございまして、負担率は７６％でございま

す。１２歳終了まででいきますと、１億７，３００万円程度ということで、市の負担が足

しますと１億４，０００万円程度で、医療費の市の負担率につきましては８０．９％まで

上がってまいります。 

 こうした状況の中、先ほど来からそれぞれの議員が政権交代によります市の持ち出し、

いろいろの議員ご指摘の国の補助、県の補助、そして市の裏負担の部分が非常に阿波市に

おいても数多くの種々の施策がございます。その市の一般財源の持ち出し等が見えてこな

い部分もございます。そうした部分を考えながら、将来的な財政負担、一たん恒久的な措

置を考えますと、財政負担がずうっと続きますので、限りある財源の中で有効な施策の継

続性を考えますと、そうした面を国の動向、施策の変更等を十分考えながら慎重に判断さ

せていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） 議長これで終わりですか。 

○議長（三浦三一君） これで終わりです。 

○１７番（香西和好君） もう一点だけ構いませんか、１点だけ。 

 今答弁いただきまして、大変財政上も厳しいんですが、中学校３年生までの拡充が厳し

いんでございますが、入院をされた方の助成をするこれ自治体が全国的にふえておりま

す。その入院をしたときの方に対しての中学３年生までというような助成の仕方は導入で

きないか、その点だけお答え願えますかね。 

○議長（三浦三一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 香西議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 中学生の医療費助成ということで、子育て観点から入院のみの補助をしてはどうかとい

うことでございます。 

 先ほども申しましたように、今政権の大きな変革がございます。その中での阿波市の財

政状況を見きわめなければなりませんので、十分前向きに検討をさせていただきたいと思

います。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） それでは、４点目の市民憲章について。 

 これも何回か質問させていただきまして、八坂総務部長を初め担当の方がご尽力いただ
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きまして、先ほど昼に資料をいただいてまいりました。前回の質問で、予算的には９０万

円ほどを計上して、アクリルというんですか、そういう板にきちっとした市民憲章をプリ

ントしてから提示するということで、３０カ所の分の９０万円ということをお伺いいたし

まして、その３０カ所は既に掲示をされておると聞いております。そういうことで、その

３０カ所以外の施設に、従来のＡ１サイズ、それをこれから掲示するような方向でずっと

いくくのか、統一するのか、その点をお尋ねをいたします。 

 それともう一点、時間の都合で先お尋ねしとくんですが、このいろんな公共施設のこの

設置場所提示しとんのをいただいておりますが、私思うのに、この市営の住宅、これ住宅

にほとんど住居していない、住んでない住宅もあるんですが、そこら辺を検討していただ

いて、住宅につきましては、入居者の号数とか氏名、昔はちゃんと氏名があったんです

が、現在は名前のなところもあるんですが、そういう看板を掲示しているところに併設し

て、こういう市民憲章を掲示するような方法はとれないか、この点についてお尋ねをいた

します。 

 この憲章については、もう申すまでもなく、これ７月の広報にもこういうようにあれだ

ということで周知をされております。ケーブルテレビ等でも私も拝見したことがございま

す。何回もくどいようですが、これ市民と行政が一体となって新制阿波市のまちづくりを

進めていくというのがこの憲章の意味でもございます。そういうことで、午前中の市長の

答弁の中でも、阿波市の総合計画の中にも市民憲章のこともうたわれておりますし、職員

と一丸となってこの総合計画の中身を、たくさんございますけど、実行していくと。職員

と一丸となって実行をしていくというような午前中の市長の答弁もございました、たくさ

んの計画の中で。いずれにしても、市民の参画なしではこのまちづくりはできません。私

はそう思います。市民の協力を得て、一つ一つの事業、まちづくりができると思います。

そのためにも市民憲章、いろんな大事なということは種々答弁いただきました。今までに

ない答弁をいただきました。 

 市長も、これもう２回目になるんですが、こういう答弁をいただいた。これはご存じと

思うんですが、市の行政がやらないけないものをやらなかったら、法的に罰せられると。

そういう思いの認識までしてもこの市民憲章は大事であると。そういうことで、市の職員

一丸となってこの市民憲章の設置に向けて全力で取り組んでいくという答弁もいただきま

して、現在こういう答弁の結果でございまして、７２カ所できております、設置が。新し

い設置のところと。 
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 それと、もう一点ついでに聞いておくんですが、この阿波市の公共施設というのは今何

カ所ぐらいあるんですか、公共施設。これの何％ぐらいこの掲示ができとんか。これまと

めて質問しますので。 

○議長（三浦三一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 香西議員の市民憲章についてのその後の設置状況ということ

で、今香西議員がほとんど箇所数を申していただきました。全部で現在のところ、幼・

小・中も含めて、今おっしゃられました７２カ所設置をしております。そういったことで

Ａ１サイズ、縦が６０で横が８４センチ、これを３０個作成しておるわけですが、やはり

掲示する場所によってそれをちょっと縮小して小さくしておる場所もあります。場所によ

っていろいろ臨機応変にさせていただいておるところです。そういったことで、全体を全

部同じような大きさに統一するというのはなかなか難しいと思いますので、その場所によ

っていろいろ対応を考えていきたいと思います。 

 市営住宅のお話があったんですが、今ちょっと建設部長とも話したんですが、後また協

議して前向きにそういう方向にしていきたいと、そのように思っております。 

 それから、全体の公共施設たくさんあります。もう全体の数がちょっと今申し上げられ

ませんが、以前から香西議員、これ市民憲章について広く市民の人に知っていただくと。

特に広報とかいろいろ通じて、内容について知っていただくということで、我々もそうい

ったことで看板を、掲示板をこしらえたり、広報で流したり、いろいろ手を打っておりま

す。 

 少し参考ですが、これ私の名刺なんですが、表には市の鳥、木、花、それから裏には市

民憲章、こういう名刺を作成して、職員も大分こういう何をしております。できるだけ名

刺交換するときに市の市民憲章を、市民だけでなしに、広く知っていただくというような

形で、宣伝という意味も込めましてこういう名刺をつくって、広く伝えていくと、そうい

う形をとらせていただいておりますので、よろしく。できるだけ我々も今後公共施設にこ

ういった掲示ができるように、今後も継続してそういった掲示をしていきたいと考えてお

ります。 

 以上であります。 

○議長（三浦三一君） 香西和好君。 

○１７番（香西和好君） 市民憲章について、もう最後のお話をさせていただきました。 

 この阿波市の総合計画書においても、いろんな事業とか計画、これからのまちづくりの
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大変な事業とか関係したものが掲載になってますけど、先ほど言よったように、やっぱり

市民の方と、市民とともにやっぱりまちづくりを進めていくことが大変重要だと私は思い

ます。そういう意味の憲章でございますので、先ほど言よったように、一人でも阿波市民

の方に、やっぱり提示するだけでなく、やっぱり中身を理解してもろうて、そこへ、市民

憲章のもとに集ってきてもろうて、ともに、行政のトップとか行政の方々とともにまちづ

くりをすることが大変で重要であるかと思います。 

 ですから、公共施設先ほど何カ所あるか、私もわかりません、実際に、わかりません。

そういうことで、できるだけそういう公共施設、特にここに書類もあるんですが、公会堂

とかそういうところも結構ですが、とにかく市民が多く、回数を利用する場所へこの市民

憲章を掲示をしていただくよう要望をしておきます。 

 常々、先ほども言いましたけれども、市民とともに、市民とともにを市長も公約して当

選されて、これからの４年間ですかね、約４年間の行政を携わるわけでございますけれど

も、この公約のとおり、先ほどのあれが重複しますけれども、県下一の誇りを持った支援

事業に対しても、ほとんどの市町村が１２歳未満でなしに、小学校修了まで、美馬市もそ

うなんです。あと９カ町村ぐらいそういう形になろうかと思うんで、今や県下一の乳幼児

医療費トップとは言えないわけなんですね。そういう面から、私今回、拡充の上に拡充を

お願いしたわけなんでございます。 

 いずれにいたしましても、少子化というこの深刻な問題、いろんな問題がございますけ

れども、この問題だけは避けて通れません。今世紀の半ばぐらいにはこの１億２，７００

万それが半分になると推測されております。今までは、３０年前は８人の方がお年寄り１

人を養っていた時代ですから、この２０２５年、その時期になると３人で１人のお年寄り

を面倒を見ないかんようなそういうニュースというか記事もありました。そういうこと

で、最後にこの阿波市総合計画の中身を一つでも多く実現できるよう市長ともどもに頑張

っていただきたいことをお願いして、私の９月議会での一般質問を終わります。 

○議長（三浦三一君） これで１７番香西和好君の一般質問を終了いたしました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、１０日午前１０時より一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午後４時３５分 散会 


